
平成16年6月20日発行　毎月1回20日発行　No　527　昭和47年3月8日第3種郵便物認可

尋纂讃貯

湯

騨多

醗No．527瞭

叩一｛　 瀞 r＿　糊

峯

鍵

観

奪

病Jlら
汽
　　気

7　　又

　　瓦　資
￥

　　　z）ξ　i

　玉
奉

摩

震　專

　輩
薫　塾1

墓

　　　㍗
～～　　　 曳

　奪　　　　　聾
　芝幸
ζ1義津　ずぎ

　、

馬琳

ζ事

≧　孕

怪

　寒

、　　　き

套

壁
減

多
き

　
｝

一へ



せんきょう

鱗6羅…蟻i滋iil

o　．●　　［　　　驚郷
　　　　　　鰍婚三

16

海運日誌（5月）18
船協だより　　　19

海運統計
編集雑感 0

4

う
一
2

囲み記事
・「海と船のQ＆A」コーナーを新設 15



§
轟

．
鷺
，
幽

着

魅力ある日本船籍制度の創設

について

福轟門門盤購門口ll孜、，

£ご
民地灘

および国家の力により、当該船舶を守ってもらえ

ることである。TAJIMA号事件のような、船員を

巻き込んだ犯罪や、海外寄港地における予期せぬ

問題発生、MOによって旗国に要請される諸規則

への対応、さらに船籍国そのものの政情不安に伴

う安定運航上の障害など、日本海運企業が日本法

令の適切な適用或いは日本国の保護管理を受ける

ことの必要性は近年益々高まってきている。しか

しながら、かかる必要性をもってしても、上述の

諸制約とを秤にかけると圧倒的にその重さに負け

てしまうのである。

　日本籍船の潜在的重要性は以前と変わりなくあ

りながら、私企業がそれを持つことを許さない制

度に陥っているといっても過言ではない。日本船

主協会の船籍問題小委員会では、このような状況

を打破し、より現実的な制度を導入すべく、関係

各位に働きかけているが、なかなか進展していな

い。上記3点については夫々個有の問題があり、

規制を解くのは簡単ではないと承知しているが、

対象船がなくなってあわてても遅い。日本回船が

ゼ［コでよいというなら別だが、そうでないなら、

この辺で国交省を始め関係者の叡智を絞って魅力

ある日本船籍制度を創るため取D組んでいかなく

てはならないと思う。
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籠
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　2004年6月7日、国：：ヒ交通省は2，000G／丁以上の

日本籍外航商船が103隻（2003年7月1日現在）で

あると発表した。これは、わが国商船隊1873隻の

5．596に過ぎない。2000年以降新規登録の日本籍船

は極端に減少し僅か10隻を数えるだけであり、今

後さらにその数が減り年1隻あるかないかと思わ

れる。すなわち、日本籍船は事実上国際海運の世

界から消滅しつつあるのである。

　外航海運業は、国境の垣根がなく、国籍による

差別の全くない、世界単一の市場で商業活動を営

んでし、る。そこで優劣を決めるのはサービスの質

とコスト競争力である。船舶の所有、登録につい

ても、実態として国籍を離れ自由に選択ができる

状況にある。そういう中で日本怪船がなくなりつ

つあることは、海運企業にとり日本籍にする経済

的メリットをどこにも見出せないことを意味する。

日本籍の魅力を失わぜる要因は主に以下3点であ

る。

1，日本の税制……高額な登録免許税と固定資産

　税

2，日本人配乗……船機長2名以上の配乗が条件

3．船舶設備・検査等の規制・一…国際条約の基準

　を超えた日本独自の規制と硬直的な手続ぎ

　一方、日本の海運企業にとり、E体籍船を持つ

ことは、簡単にいえば、ことある時に日本の法律
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国際海運を取巻くさまざまな問題について協議
　一ICS／ISF年次総会の模様について一

　2004年5月9～12日、ICS／ISF年次総会が英国

ケンブリッジ市において開催され、それぞれのメ

ンバー約ユ7船協から40名前後が参加した。総会で

は1年間の活動を総括し、今後の課題について活

発な意見交換をおこなった。

　当協会からは、佐藤NYK　GROUP　EUROPE　HD．

会長（対ICS日本船協代表〉、増田常務理事・欧州

地区事務局長、園田企画調整部長・国際企画室長、

および高橋船員対策室長が出席した。

引CS総会
　ICS総会での主な事項は次の通り。

各委員会報告

①Marine　Committeeに関連し、当協会からバー

　ゼル条約の船舶への適用問題の重要性を指摘し

　た。また、日本同様に各国海事当局が会合に出

　席するよう各船難から夫々の政府に働きかける

　ことを要請した。

②ShipPing　Policy　Committeeでは、OECD　MTC

　（海運委員会）の存続問題につき意見交換が行

　われた。なお、今後も引き続きその活動に留意

　していくことで一致した。

海事セキュリティ問題について

　ペルシャ湾における邦船関連タンカー周辺での

　　　　　　　．隷…瓢漁鉱慮認、。撫、．毒i誌滋細、，胤審為認瓢論楓．謙臥

攻撃事件や、マラッカ・シンガポール海峡でのテ

ロ攻撃懸念などを当協会から指摘し、テロ対策の

重要性を確認した。

バラスト水管理条約について

　今後の条約運用ガイドライン策定作業において

は、海運業界が主体的に関与していく必要性を確

認した。

役員選任について

Westfal－Larsen会長を再任し、副会長にはリベリ

ア代表（再任）とギリシャ代表（新任）を選出し

た。なお、正／副会長とも任期2年。

●ISF総会

　ISF総会での主な事項は次の通り。

各国の船員数等の報告

　この報告の中で当協会からは特記事項として、

日本船社のIBF＊への参加、当協会の方針と役割お

よび国際船員労務協会の役割について報告した。

lLO海事統合条約について

　本年9月に予定されている準備会合に多くのメ

ンバーが参加して船主意見の反映に務めるべきで

あるとの認識で一致した。当協会からは船員の社

会保障に対する責任は基本的には居住国に帰属す

るべきものであるとの意見表明を行った。

2轡せんきょう∫襯82004



その他労務関係事項

　ILO海事統合条約策定作業後の課題としてISF

と国際運輸労連（ITF）との関わり方をどのように

して行くべきか検討したいとの提案が事務局より

なされ、本年10月のLabor　A丘airs　Committeeに向

けて各国船繰の意見を提出することが求められた。

当協会としてはILO最低賃金の具体的な金額を設

定することに反対であること、および船員の賃金

のあり方についての当協会の方針を述べた。

役員選任について

　Westfa1－Larsen会長を再任し、副会長にはインド

代表とベルギー代表を選出した。なお、正／副会

長ともに任期は2年。

　　　　　　　　　（国際企画室・船員対策室）

　＊IBF：唱he　Interna廿onal　Bargaining　Forumの略。国際

　　　　　団体交渉協議会。2003年5月にITF（国際運輸

　　　　　労連）とIMEC（国際海事使用者委員会）およ

　　　　　び工MMAI（国際船員協会）が合意して設立さ

　　　　　れた。IBFに参加する船主が運航する船舶に乗

　　　　　組む船員の労働条件を交渉する。

　　　　兎売：．；き＝＼ド　・i・岬’”．亀．r「一．V一∵1渦；。：｝二．窒フlr甲；デ

　　　　バルクキャリアの二重船側強制化が否決される
　　　　一IMO第78回海上安全委員会（MSC78）の結果について一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　識、撫．鹿講認講転論玉。識鮎擁彩扁駄諭甑、議脇、

　2004年5月12日から5月21日までロンドンのIMO

本部において第78回海上安全委員会（MSC78）が

開催され、バルクキャリアの安全問題、固定点検

設備（PMA）、船体構造に関するゴールベース基準

等について審議が行われた。その審議概要は次の

通りである。

1．バルクキャリアの安全問題

（1）バルクキャリアの二重船側強制化の否決

　　2002年12月のMSC76においてバルクキャリア

　の安全対策として二重船側の強制化が採択され、

　これを受けて2004年3月の第47回設計設備小委

　員会（DE47）でSOLAS条約第12章の改正案が

　作成された（本誌2003年1月号および2004年4月

　号参照）。

　　同改正案は、今回のMSC78に承認を受けるた

　めに提出されたが、一方でギリシャが二重船側

　と単船側のバルクキャリアについてリスク分析

　を行った結果、二重船側の強制化には安全性向

　上の面からその必要性に疑問があるとして二重

　船側の強制化に反対する提案を行った。

　　本件について審議・投票が行われた結果、ギ

　リシャ提案の通り二重船側構造の強制化が否決

　された（但し英国は留保を表明）。投票結果につ

　いては次の通りである。

　　ギリシャ案に賛成：32票

　　ギリシャ案に反対；22票

　　棄　権　　　　　：15票

　　この結果、船主のオプションとして単船側構

　造と二重船側構造のどちらでも建造できること

　となり、両方にSOLAS条約第12章が適用される

　こととなった。

（2）SOLAS第12章の改正案の内容について

　　2004年3月に開催されたDE47において取りま

　とめられた、バルクキャリアの安全強化策に関

　するSOLAS条約第12章の改正案が、本MSC78
　において修正の上承認された。

　　その主要点は次の通りである。

①バルクキャリアの定義の見直し（第1規則）

　　　SOLAS条約第12章が適用されるバルク．キャ

　　リアについて、これまでは、SOLAS条約第9

　　章で定義するトップサイドタンクおよびホッ

　　パータンクを有する船舶とされていたが、改

　　正案では、断面形状にかかわらず、主に乾貨

　　物をばら積みで運搬する船舶と定義された。

　②　復原性・強度要件（第4／5規則）

　　　復原性・強度要件は二重船側幅が船幅の1

　　／5未満の二重船側バルクキャリアに適用さ

　　れる。これにより、鉱石専用船は本規則の適

　　用を除外される。

③屯倉積みの禁止（第14規則）

　　　長さ150m以上の、密度1，780kg／㎡以上の貨

　　物を運送する単船側バルクキャリアは、現行

　　「SOLAS12／5規則（一貨物倉浸水時の強度要

　　件〉」および「IACSw－URS12（貨物倉船側構造

　基準）またはURS31（貨物倉船側構造の切替

　基準）」の両方に適合しなければ、船齢10年以

　　降、満載状態で且つ空押（貨物倉の最大許容

　貨物重量10％未満の貨物しか積載していない

　貨物倉）があるような状態で航行してはなら

　　ないとされた。

　　　なお、本規則の満載状態とは、Deadweight

　の90％以上を積載している状態を言う。

ぜんきょうノ観θ2004⑱3
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（3）バルクキャリアの定義を明確にするためのガ

　イドライン

　　改正SOLAS条約第12章が適用されるバルクキ

　ャリアは、「主として（PriInarily）乾貨物をばら

　積みで運ぶ全ての船舶」と定義されたが、「時々

　乾貨物をばら積みで運ぶ船舶」については改正

　条約への適用・非適用が明確になっていない。

　このため、PSC（Port　State　Contro1）等の現場に

　おける混乱を避けるべく、バルクキャリアの定

　義に関するガイドラインを作成するよう、IMO

　第13回旗国小委員会（FSI13：2005年3月開催予

　定）に指示することが合意された。

㈲　改正条約発効までのスケジュール

　2004年12月　第79回海上安全委員会　（MSC79）

　　　　　　　において採択

　2006年7月　発効（7月1日の起工船から適用）

2．固定点検設備（PMA）について

　2002年ユ2月に開催されたIMO第76回海上安全委

員会（MSC76）において、2005年1月1日以降に

建造される500GT以上のタンカー、および20，000

GT以上のバルクキャリアにPMAの設置を義務付

ける、SOLAS条約第H一ユ章第3－6規則が採択
された。

　その後、2003年12月に開催されたIMO第23回総

会（A23）において、本規則は既に採択されてい

るものの、特にタンカーの甲板下面のPMAは検査

員や乗組員の滑落の危険性があるなど実際上の不

具合があることが指摘された結果、本年3月に開

催されたDE47、および5月のMSC78で同規則の
改正について審議されることとなった（本誌2004

年1月号参照）。

　これを受けてDE47で審議した結果、実際上の不

具合を改善した改正案が取りまとめられ（本誌2004

年4月号参照）、この改正案が今回のMSC78に提出

された。

　審議の結果、油・ケミカル兼用船の貨物タンクは

PMAの設置を不要（貨物タンク以外のバラストタ

ンクなどについてはPMAの設置が必要）とするな

どの修正が行われた後、SOLAS条約第H－1章第

3－6規則（未発効）の改正案として採択された。

　また、同改正案は2006年1月1日の発効となる

が、2005年1月1日から前倒しで適用を認めるMSC

サーキュラーも承認された。

条約改正案発効までのスケジュール

；；；；縮「難∵

3．ゴール・ベース・スタンダードについて

　現在、船体構造基準については各国、船級協会

毎に異なっているが、今後は、ある一定の目標を

定め、国際的に合意された要件を設定していくこ

とが2003年5月のMSC77において合意され、今回

のMSC78より実質的な議論が開始された。

　会合では、バハマ／ギリシャ／IACSの共同提案

文書（基本概念、目的、機能要件等を階層毎に規

定）が多くの支持を集め、今後の議論のベースと

することが合意された。また、ポーランド、AWES

（欧州造船工業会）、日本、仏が文書を提出し、簡

単な説明を行った。

　バハマ／ギリシャ／IACSの提案文書および日本

の提案文書の骨子は次の通りである。

［バハマ／ギリシャ／1ACSの提案文書の骨子］

　IMOが船体構造に関する最終的な安全目標を設

定し、これに従って船級協会が詳細な規則を定め

る。また、ゴール・ベース基準の枠組み、および

IMOが設定すべき最終的な安全目標として次を提

案（なお、括弧内はIMOが決定する基準による）。

a）設計寿命［25年］

b）設計環境［北大西洋の波浪に耐えられる設計］

c）構造上の安全確保

d）重要な構造部材へ点検のためアクセスが可能

　である構造

e）建造時の品質管理

〔日本の提案文書の骨子ユ

・日本の考えるゴール・ベース・スタンダードの

　概念の提案

・安全性向上の観点から、構造基準だけを規定す

　るのではなく、適正なメンテナジスのスタンダ

　ードも検討すべきであることの指摘

　今回のMSC78ではこれら提案文書について十分

な審議を行う時間がなかったため、次回MSC79

（2004年12月開催予定）でワーキング・グループ

（WG）を設置して検討することが合意された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（片務部）

4翻せんきょう弄‘麗2004



　　　　アジアの声を国際的な議論の場に提供する必要性を再確認

　　　　一碧13回アジア船主フォーラム

　第13回アジア船主フォーラム（ASF）総会が、2004

年5月25日にASEAN船主協会の主催によりシンガ

ポールで開催された。同総会には、アジア7地域、

12船隊（日本、韓国、中国、台湾、香港、ASEAN

（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シン

ガポール、タイ、ベトナム）、豪州）から1ユ5名の

代表が出席し、当協会からは草刈会長、園長・鷲

見・神田各副会長他計14名の代表が参加した。

　ASFは、1992年に第1回会合を当協会主催で開

催して以来、メンバー国／地域の船主協会が北か

ら南の順で議長を回り持ちしながら毎年開催して

いる。また、年次総会の他に5つの“S”委員会

（シッビング・エコノミックス・レビュー、シッ

プ・リサイクリング、船員、航行安全および環境、

保険法務〉が原則として毎年の年次総会の間に夫

々の中間会合を開催している。

　今回の会合では、まず各委員会が個別早朝会合

を開催し、その後の本会合で各委員会から主な活

　　シンガポール総会開催一

動報告が行われた。

　また、25日の本会合に先立ち、ASF各国代表・

5S各委員会委員長とE．　Mitropoulos　IMO（国際

海事機関）事務局長との対話ならびに海事4団体

（ICS，　BIMCO，　INTERrANKOJNTERCARGO）代

表との対話が開催され、意見交換が行われた。

　本会合では、最近の諸問題について率直かつ活

発な意見交換が行われた後、共同声明（【資料1】

参照）が採択された。

　共同声明では、地域的・国際的な海運政策と規

制の形成過程での国際的な議論に対し効果的なア

ジアの声を提供するため、全てのアジア諸国政府

が海事問題について意見を調整するよう強く求め

ていくことが確認された。

　次回第14回会合は、2005年5月9日～1ユ日に豪州

船主協会の主催により、豪州・ゴールドコースト

で開催されることとなった。

　　　　　　　　　　　　　　　（国際企画室）

▲2004年　ASF総会出席者

㌃【資糊」．、

2004年5月25日

第13回アジア船主フォーラム

　　　　共同声明

r第路画アジア船主フォーラム（ASF＞は、2004年5月24－26日、シンガポールにおいて開催された。会

ぜんきょうノ襯e2004嚇5
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合には、豪州、中国、台湾、香港、日本、韓国、アセアン（アセアン船主協会連合会（FASA＞r辜Cンド
ネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの船主協会により構成）各船主協会

の代表115名が出席した。FASAの会長で回ると同時にシン．ガポール船主協会の会長であるSSTeo斥が

会合の議長を務めた。

　AsFは、長年にわたりアジア船主の地位を高めてきた。　AsFは、新たにIMO事務局長に選出されたE丘himレ

nos　Mitrbpoulos氏がシンガポールでの第13回転事F会合の機会を與え、　AS診各国船協団長および5－S委

員会委員長との有益な対話に臨んだことを喜び感謝した。BIMCO、　ICS、　INTERCARGO、　INTERrみNKO

の会長と事務局長が代表した国際海運4団体のラウンドテーブルもまたこの機会を捉え、ASF各国船協

団長および5－S委員会委員長と会合した。これらの会合は第13回ASF本会議に先立っ℃開催されたが、

これはASFの活動が世界の注目を集めている明確な証左である。

　出席者は、地域的・国際的な海運政策と規制の形成過程での国際的な議論に対し効果的なアジアの声

を提供するため、全てのアジア諸国政府が海事問題についての意見を調整するよう強く求めていく．こと．

に同意した。

　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会

　ASFは、シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）の第14回．・15回中間会合が、2003年

12月i日に北京で、2004年4月9日頃東京でそれぞれ開催されたことに留意した。本委員会の草刈隆郎

委員長は、ASF総会への報告の中で以下の事項を強調した。

　市況の現状と将来の見通．し

　ASFは、ドライバルク市況における空前の好況が今年一杯は継続するであろうこと、およびVLCC市況・

も2004年分引き続き堅調に推移するであろうことに留意』た。また、アジア填内のコンテナ・杢レ7ド

に関しては、2004年には霧給バテンズ9改善が見込ま、れ・；∵黒海が上昇侮向を示しでいるζどに習饗した・・

浮灘薦蕩膿繍1誰難擬灘懸鼻騨興ヒ・ド噸にお．

　定期船トレ「、ドの現状分析

　ASFは、現在のコンテ†市況水準は海運会社り遺墨ρ投資を回収する上で未だ木三分で南るζ．とを確’

恥した。さらに出生者は、鋼板の不足によるゴンテナ不足、用船料の急騰、燃料油価格φ高騰や造船船

価の上昇な． ﾇ・急激に増大しているフスト要函への懸念を共有し拳d願客への高品輩で家督的なザービ

スを維持するためには、．過去の投資を回収し弘．高騰する現布の運航経費を補箪し・：三三めた夢に挙要な

再投資を行うことが不可欠であるごとが確認され＼定期船事業の持続可能な経営脅達成ずるににミ1．認可、

されている各航路協定におけるCEOφ応力．なり晒ダ晩シップが不可欠であることが認識された611

　独禁法適用除外制度

　船員委員会

　船員委員会は、2003年11月r5日にベトナム・ハノイ：で第10画中間会合を開催した。　Li　Shanmin船員委

員長は、懸案事項の現状報告を行った。特記事項は以下の通り。

　LO海事統合条約
　ASFは、世界的な海上労働基準に関する進展を歓迎し、一部ASFメン．バーがISFを通じて引き続きILO

に積極的に参加していることを満足しつつ留意した。出席者は、新条約の各条項が現実的な基準を反映、

6翻ぜんきょうノ観82004



す帯きであるζと、従ってILOにおける討議を引き続き注視していくべきであることに同意した。特に

ASFは、条約の執行がPSC（ポート・ステート・コントロール）の概念に基づいて行われる予定である

ことに留意し、世界的に統一された合理的な執行基準の策定のため、すべての政府と関係団体の討議へ

の密接な参加を強く求めた。

・「 D員の身分証明書条約

　、母F｝ヰ、ρ・改正さ塵た船員の身分証明書条約（第185号条約）の目的に最：も合致するバイオメトリックス

　〈生体認証）テンプレー下の基準の開発について留意した。出席者は～米国が本新条約を批准する見込

．み炉ないことデまた、バイオ～｝rトリックス民報の要求や領事館員との個人面接といった厳格なビザの要

求を厩に船員に課しでいることに留意した。ASFは米国に対し、船員が当該ビザを所持していなくても

1耳01昂号条輝こ従って発行された身分証明を所持していれば、米国海域への船舶到着時の個人面接によ

ゑで入国を許訂することを検討するよう強く求めた。

アジア伊野の齢＿
じlA5理ま、外航船に乗り組むアジア人船員の年齢構成や人数に関するASF域内の船員労働力調査を実施．

斐㍗船員黍景今を論賛し々。ASFは、アジア地域に．おける自国船員一とりわけ機関士一の著しし・不足と、

咳マオ入雲脚職顛ρ蛇神年齢が上昇していることを『留意した。一方ASFは・船員という職業についての

：理解増進にメン容÷が努力したことが奏功し、’新しい士官候補生の数が一部の国／地域で増加したとの

1調査結果ぼ勇気づけられたb、

ジ灘欝灘霜菓ゆ。て騨、、船。囎。。び福祉。題，購現在。＿。進

展につ覧てアジア船主の声を．糾合することが重要であると考慮し、船員の雇用条件は、船員の居住国の

隼活水準や経済状況に見合ったものであるべきとの意見を改めて表明した。

・航行安全および環境委員会

1βNE¢委課長でもある第ユ3回ASF議長は▽2003年12月2日にマニラで開催されたSNEC第10回中間会

合において議論された諸問題に関する進捗状況のレポートを提出した。同議長は特に次の事項を強調した。

　海賊および国際テロリズム

　ASFはSNEC委員長レポートに留意し、世界中で起こる海賊および武装強盗事件の発生件数が高い水

準で推移していることについて深刻な懸念を表明した。テロリストが他の船舶や重要施設、軍事施設、

さ．らには海洋環境などに対して深刻な被害を引き起こす目的で船舶に乗船し、ハイジャックする可能性

があるこ蜜に串席割間の共通の二念が示された。また、国際的なテロリスト・グループが、世界の海運

と貿易にとうで極めて重要な2つの航路であるマラッカ・シンガポール海峡において船舶を標的とする

おそれがある．との報道があったことに関連し、ASFは、関係政府に対し、同海峡を通峡する船舶の保安

を強化するための効果的な方策を協力して実施することを強く求めた。

　誉らにASFは、襲撃が頻発している海域の沿岸国に対し、船舶に対する海賊および武装強盗の脅威を

すべて取り除．ぐための緊急対策の実施を強く求めた。また、これら沿岸国は、直ちに、かつ緊急事態と

し：で1多国閥協力の合意を締結・実施しき当該海域における船舶の安全な通行を確保するため、海軍ま

牽は海上警察②合同パトロールに乗り出す縛きである。さらにASFは、海賊および海上の武装強盗に立

ち向かうため、ご適切かつ効果的な行動を起こすことを関係沿岸国とIMOに求めた。

海琴保安ゼ・、
．’

D舶および港湾施設の国際保安コ｝ド（ISPSコード）が2004年7月1日に発効することに留意しつつ、

せんきょう∫観¢2004磯｝7
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ASFは、いくつかの港湾施設では期限までに対応できないだろうとの懸念を表明した。　ASFは船主、潜

湾およびターミナル施設など全ての関係者に対し、．ISPSコードの規定に適合するたあの迅速な措置1を講

㌣鴛翻製織篶臨奮慧禦：安全櫛郷、確聯たや！l脚餌
　ASFは、船舶の不必要な拘留を避け、ポート・ステート・コントロール宣によ：るISP＄『「ドの緯一霞．

釈とその実施を確実なものとするため、全ての国およびその関係当局オ§ISPSゴ▽ドの履行に際しての経・

験を共有するよう求めた。出席者は、海運業界に適用される規則は、海運業界の国際的な活動を考慮し

て、国際的な調和が図られるべきであることに合意した。ASFは、いかなる関係者による遵法違反も、

他者への迷惑、利益の損失、海運および貿易への重大な障害、既存経営・投資資源の浪費を惹起する．こ

とを強調した。

　バラスト水管理
　ASFは、2004年2月9日から13日にロンドンで開催されたIMO外交会議における「船舶めバラズト水

および沈殿物の管制および管理に関する国際条約」の採択に関し、SNEC委員長が表明した懸念に注目し．

た。

　出席者は、条約に含まれている規定が、広範にわたって異なる解釈や、世界の海運業界にとうて不利

益となる一方的または地域的な方策の導入を引き起こすおそれがあるごとを特に懸念した6’．．＼：

　このためASFは、全ての関係当局に対し、条約の詳細な適用について共通の理解を得やよう求玲々6

　保険法務委員会
　保険法務委員会は2004年4月20日に香港で第9回中間会合を開催した。同委員会のGeorg6　dha6委員・

長は総会への報告のなかで、いくつかの懸案事項の最漸の状況のうち、．．特に馬下にρいて報皆レた。一．、

　アテネ条約改定議定書　　　　　　、　　1　　、　　　＼㌦：1．、’㍉ゴ，l

　ASFは、前回のIMQ法律委員会において国際P母1グループが・・同グル÷ズ加盟のP＆1∫クラブζ十殺∴’

の保険マーケットのいずれもが薪議定書の要求する保険を引受け為ことがセきそうに．な駆ζの懸念蓼繰じ．

り返し訴えたことに留意した。4三三が新議定書を批准したg）で｛♪その発効がます賦すi現実味を帯び℃

きたが、出席者は、こうした進捗状況について懸念を表明し寺4MO、法簿委員傘の非公転作業部今ヒ対し琶

客船を運航していない船主の保険料負担に影響を及ぼさずに船客への適切なセベルでの保陳ガバ治を提

供するような解決策を見出すよう求めた。

　海上物品運送条約　・　　　　　　　　　　．．　　r：

ASFは、海上柵運送条緻正韓1・ついて幅広く識し、その鎌の推移雄椀す越とζに命乱
した。改正の議論において、利権を有する関係者が船主の伝統的な権利や免責事由を廃止することに嘆、．

回してしまうという内在する危険があるため、審議の推移を注視し七いくことに合意した。過激：な改年

では多くの国から反対され瀦果として新条約が広範に雛されな咋a・なりうるたあ∫獅雑の

全般的な体系を尊重することが重要である。

　ヨーク・アントワープ規則の改正
　保険法務委員長は、本ASF会合と時期を同じくしてバンクーバーで開催されている、万国海法会（C赫1）

会合で議論されている改正提案について簡潔な報告を行った。ASFは、現行規則の如何なる改正につい

ても反対することに全会一致：で合意した。出席者からは、：共同海損の原則は偉烈なもので、現行規則は

94年の改正から僅か10年しか経っていない（要は、いまだ短期間しか経過していない）との意見があっ

た。また、最近のCMI作業部会報告の内容について本格的に議論する機会は未だなく、議論が進み全て

の意見が出そろうまでは、提案されている改正点についての論拠は確立しない状況が続くことになる。
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　シッ．プ・リサイクリング委員会

　シップ・リサイクリング委員会のFrank　Lu委員長は、2004年5月24日の同委員会の第7回中間会合で

議論された問題に？：いて最新の報告を行った。同委員長は以下を強調した。，

シツ才ゆサイク！レに係るMOギイドラィン

　ASFIは・．羅造1からリニサイクルまでの船舶9ライフサイクルにおけるあちゆう利害関係者にガイダンス

を提偉するため・1．単Q㌍よってセツプ・、リサイクルに係る包括的ガイドラインが策定さμたことに留意

した峠明イ．ドライ≧は・ワサイク・レヤザ腫点的に取禰バーゼル条約組0のガイドライ・を

補足すやも9であ観、母傭者はヅIMOガイ下ラィγが設計段階からリサイクル施殺への最終航海までの

船舶ク『義義を管揺する迄で特別な重琴性を有して吟ることを確閉しな。・

rシップ1引サイクル施設ρ改薯、

　AS壼、賎ジ考蝋画㊧円濃参リ1サイダをg～重薯1駐に留意．し、世界㊥セッ．プ∫1リサイクル能力を十分に確保

する日盛悔を弾諦レた。；碑Elは、落1導σ：に対1セ、健全なシグプ1．リサでク1～レ活動を一層促進する拳やのリ

サイクル国への技術協力と技術移転を含む実用的で効果的な方策を策定するあらゆる努力を行うことを

聯勺にlILQζべ「ギ1レ条約事三局の活動脅三三する上で主導的．傘役割を果なすζとを求め々。

　．アジアの利害関係者の協力

　AS直は＼デギァφ船主が、’潭麟／シ閉、プ．・リサイクル／舶用業界をど他り利害関係者との連携強化に

’？㌣｝夙主導的タ彼割を果たすべさであるこ≧に合意した二さらにλS章はぐアジア名：国の政府に対し・

．健全＼安野か？琴和的で琿境に優塗・シ．野プ・I！サイタル（p促進に印ナ、．国際場裡においてその意見を

表明する繕う求φた。、．

　次回会合’

　豪州船車協会のDavid　Sterret亡会長から、第ユ4回ASF会合は2005年5月9－11日に豪州クイーンズラン

ド州南部めゴ」ルド・コーストで開催するとの発表があった。

　串席画は、シンガポールでの第13嘩ASF会合におけるFASAの卓越しな手配と議長の効率的な議事運

営に感謝g）意を表した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
　編集者注、

　アジア船主フォーうみ、（ASF）は、アジアの地域／国からの13船協（豪州、中国、台湾、香港、日本、韓国、アセアン
（イ．ンドネシァ》マレーシア、ミャンマー、フィリピン、、シンガポール、タイ、ベトナム））から構成されている。ASF

の目的は、アジア船主業界の利益を促進することである。ASF年次総会の問には、恥S委員会（シッビング・エコノミッ
クス・レビュー、船員、航行安全および環境、課険法務、シップrリサイクリング）により継続した作業が遂行されてい

るqASFの船主および船舶管理者は、世界商船船腹の約40％を支配・運航していると推定されている。

シップ・リサイクル問題におけるIMOの役割の
重要性を確認
一アジア船主フォーラムシップ・リサイクリング委員会第7回中間会合の模様丁

　アジア船主フォーラム（ASF）シップ・リサイク

リング委員会（SRC）の第7回中間会合が、2004年

5月24日、シンガポールにおいて開催された。

　SRC第7回中間会合は、当初2004年2月に中国

・広州での開催が予定されていたが、．同地域にお

いて新型肺炎SARSが再発生したため開催が延期さ

れ、5月25日にシンガポールでASF総会が開催さ

　　　　　　　識～、謡繍き、．牽織．論隷仲買無訓導煎舞，瀞論、蕊㌫．説：ゑ、轟司

れる機を捉えてその前日に開催されることとなっ

たものである。

　今会合には、台湾・中国・香港・韓国・日本・

ASEAN各国・地域の船主協会からの参加があり、

当協会からは同委員会副委員長の鈴木邦雄副会長

（商船三井社長）の代理として、当協会安全環境委

員会解撤幹事会の祁答院包則幹事（商船三井営業

せんぎょう∫襯82004⑳9
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▲ASFシップ・リサイクリング委員会第7回中間会合の模様

調査室室長代理）他が参加した。（【資料11参照）

　会合はFrank　F．　H．　Lu委員長　（台湾船主協会〉

が議長となり議事が進められ、参加各国船留から

船舶リサイクル問題に関わる報告および意見交換

が以下のとおり行われた。

　まず、当協会から最近の船舶リサイクルに関わる

情報として、2004年3月～4月にかけてロンドンで

開催された国際海事機関（IMO）第51回海洋環境保

護i委員会（MEPC）における審議結果（本誌2004年

5月号P．4参照）や4月にジュネーブで開催され

たバーゼル条約第3回公開作業部会（OEWG　3）の

模様（P．12参照）ならびに日本国内における官民

の組織一民間の関連団体で構成する「シップリサ

イクル連絡協議会」および官民の関係者で構成す

る「シップリサイクル検討委員会」一の動きなど

について報告を行った。また、中国からは同国の

シップリサイクルの現状について報告があった。

　報告に引き続き、シップリサイクル問題でのIMO

の役割の重要性、リサイクル施設の改善、船舶の

リサイクル関係者間の連携の必要性などについて

議論し、これらを踏まえ、共同声明（【資料2】参照）

を確認、翌日のASF総会に報告することとした。

　次回（第8回）中間会合は、中国折船（解撤）

協会を招いて2005年3月に中国・広州にて開催す

ることが合意された。

　　　　　　　　　　　　　　　（企画調整部）

【資料1】

　　　　　　　ASFシップ・リサイクリング委員会（SRC）第7回中間会合出席者

委員長
　台湾船主協会（NACS）

　　　Dr．　Frank　F．　H，　Lu，　Chaiman，　Yang　Ming　Ma血e　Transpo丘CoΦ．

出席者
　中国船主協会（CSA）

　　　Capし碑ang　Jinxiang，　Deputy　General　Manager，　China　Ocean．Shipping（Group）Co噸anジ

　　　Capt．　L㎞Libi，　Secretary　General，　China　Shipowners’Associatlon（CSA）

ASEAN船主協会連合会（FASA）

　インドネシア船主協会（INSA）

　　　Mr．　Hadi　Surya，　President　Director，　P．　T　Berlian　Laju　Tanker　Tbk

　シンガポール船主協会（SSA）

　　　CapL　Foong　Kah　Keong，　Ass三s亡an亡Dh噛ec亡or，　S量ngapore　Shipping　Associadon（SSA）

　香港船主協会（HKSOA）
　　　Mr．　David　C．　C．　Koo，　Managing　Director，　Valles　Steamship　Co．，　Ltd．
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　日本船主協会窟SA）

　　、祁答院包則　　商、、鈴　三　井　　営業調査室室長代理

　　　石川　’尚　　程本船主協会　　企画調整部課長

　韓国船主協会（KS4）．・

台湾㍑熱£鰹・cEQ＆P　ide蜘吻shipPingc“Lt己

　　ML　J6皿一Yi，　Gene士al　Manager，　Marin6　Technology　Sec．，　Yang　Ming　Marine　Transport　Colp．

事務局
　　qapし寧ob　H．　L耳su，　Secretary　Genrea1，　Na廿ona1　Association　of　Chinese　Shipowners（NACS）

工資料2】1．

　　　　アジア船主フオ「うみ（ASF＞シップリサイクリング委員会（SRC）第7回中間二合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共　伺　声　明．

ムSFジリプリサイク「芝1＜グ委員会（§RC）．、は、「リサイクル」が経済の持続可能な発展の基本原則のひ

≒⇔である．とζもに・硬用期限を過ぎ々船舶の退役のための最良の方法であることに留意した。SRC

はJMO、　ILO、バーゼ1レ条紳の各国際機関炉策定したガイドラインが、シップリサイクルに係る環境上

および労働安全上のリスクの軽減に向けた前向きな一歩であることを認識した。

lMOの役訂．い、

・SR嚇鋤3年12月のiMσ第2珂鶴でシ、・プリサイクルζ係る脚ガイドラインが採択されたこ
、ζを叡撮するξともに、理Qが海運φ軍要な専門知識を有する主要な国際機関として、シップリサイク

ルに関ずる三食的を責年を輝わてφるこ，とを冨確認した。それ故にIMOが、環境と労働安全に関するリ

サイグ，レ船舶からの潜在的な危険性を克服することのみならず、船舶の安全運航と使用期限の過ぎた船

髄¢！円滑存退役を確実なもφとする上で、実効ある方策の策定に更なるイニシアチブを発揮することを

期待するものである。

　シヅ7財サイクルに係1る1MOガイドライン

、S耳C！ホ＼バーゼル条約とμqのガイドラインがリサイクルヤード自体を重点的に取扱う一方、包括的

なIM卿揮列ン．噂渾筋1酬クルまでの船舶のラィ7サイク・レにおける礁関野へのガイ
ダンろρ牽誇に策定されたごとに言意’した。言い換えれば＼正MOとそのガイドラインは、設計段階から

際ζ‡難騨轡轡合脚塾生を管理する上：で特三一を有しているこζが認識さ

シ咳堕イクル韓φ鰭
　SRじは｝考朽粉φ四割なササイタルの重要性に留意し、世界のシップリサイクル能力を十分に確保す

る必要性を一調．：じた6兎1南φは詠LOやベーゼル条約などの関係機関間の調整役として、健全なシップリ

総贈1鷲鱗犠墨二丁野郷門門獅騨！醸効ある

　アジゆ利害関係煮の怖か鎖’＼　、、、　　　　　、
SR9寄蔵珊主丞灘昏／セ．ヅプリサ：イク．・ヒ／舶叩ρ各業界など・他の利舗係鴛哩なる協

’．調においで主要存殺割．を蝉ρζいくごとを確認し・健全・筆戦かつ実用的で環境に優しいシツプリサイ

三野鼎＝7沸聯1軌三三裏において轍明する燗続き蛮め1い

せんきょう／襯g2004鯵11
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　2004年4月26日から30日まで国連環境計画

（UNEP）第3回公開作業部会（OEWG　3）が開催

され、その主要議題のひとつとして“船舶解撤の

法的側面”が検討された。

1．これまでの経緯

　バーゼル条約※1とは有害廃棄物の国境を越える

移動を規制する条約である。1980年代前半より欧

米先進国の企業が有害廃棄物を法規制の緩い発展

途上国に輸出していたことが契機となって、有害

廃棄物の適切な運搬・廃棄について国際的に求め

られるようになった。はじめは先進国の集まりで

あるOECDにおいて検討を行っていたが、発展途

上国も含めた議論が必要との観点より国連環境計

画（UNEP）においても検討が開始され、1989年に

バーゼル条約が採択された。現在160国が批准して

いる。日本は1993年に同条約を批准、国内法とし

て「特定有害廃棄物質等の輸出入等の規制に関す

る法律」（所謂バーゼル法）を施行した。

　※1　正式名称は、「有害廃棄物の国境を越える移動およ

　　びその処分の規制に関するバーゼル条約」。

　バーゼル条約の特徴は、有害廃棄物の輸出に許

可制を導入し、輸出先で環境上適切な処分がなさ

れていないと判断される場合には輸出国側におい

て輸出を許可しないこと、また、輸出の前に輸出

先国への当該輸出の概要について事前通告すると

ともに相手国の同意を得なければならないことで

ある。有価物でも有害物質が含まれる場合には規

制対象となり、輸出者にとっては非常に厳しい規

制となっている。

　バーゼル条約が船舶解撤を取扱うようになった

のは1999年12月の第5回バーゼル条約締約国会議

（COP　5）からである。1990年代後半より解撤船舶

ヤードの劣悪な労働環境や不適切な解撤作業によ

る環境・人体への影響が注目され始めたことを背

景に、COP　5において、解撤問題の改善に向けて

　①同条約の下部組織である技術作業部会（Tech－

　　nical　Working　Group：TWG）において「船舶

　　解撤ヤードの技術ガイドライン」※2を作成す

　　ること

　②　同法律作業部会（Legal　Working　Group；LWG）

　しにおいて、バーゼル条約を船舶に適用した場

　　合の問題点（法的側面）の検証作業を開始す

　　ることを決：定した。

　※2．正式名称は、「THE　ENVIRONMENTALLY　SOUND

　　MANAGEMENT　OFTHE　FULL　AND　PARTIAL　DIS－

　　MANTLING　OF　SHIPS」。

　技術ガイドラインについてはその後TWGで検討

が進められ、2003年12月のCOP　6において採択さ

れた（本誌2002年7月号P．12および2003年2月号

P．9参照）。一方、法的側面についてはCOP　6ま

でに大きな議論の進展はなく、2004年10月のCOP

▲国連環境計画第3回公開作業部会の模様
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7まで下部組織である公開作業部会（Openended

Working　Group　l　OEWG。　COP6以降TWGとLWG

を一本化し、OEWGとなった。）で検討を継続する

こととなった。

　2003年4月のOEWG　1では船舶解撤について検

討は行われていない。同年1Q月のOEWG　2では、

それまで具体的な進展のなかった船舶解撤の法的

側面について検討を促進するため、バーゼル条約

締約国および関係団体（ICS、グリーンピース等）

に対して、以下の質問に対するコメントを求め、

その回答をもとにOEWG　3で検討することが合意

された。

　　等を考慮すること

　②2004年10月の第7回締約国会合（COP　7）で

　　作業の進捗状況を報告することが合意された。

（2＞IMO／ILO／バーゼル条約による合同作業部会

　について

　　船舶解撤問題を扱う3国際機関（IMO／ILO

　／UNEPバーゼル条約）は、機関間の協調を深

　めるとともに、作業の重複等を避けるために合

　同作業部会（Joint　Working　Group；∫WG）を設

　置することを決定し、2004年1月に開催した3

　機関の事務局会合で、以下のJWGへの付託事項

　案を作成した。

【OEWG　2から各締約国への質問（概要）】

①船舶はいつ廃棄物となるか？いつ船舶でなく

　なるのか？　’

②船舶が廃棄物となる時点を決定する基準は何

　か？

③条約／規則等の遵守を確保する責任を有する

　国はどこか？

④ロンドン条約、エMO条約等の間で重複、差異

　等が存在するか？

⑤解撤予定船舶内の廃棄物に適用される規則は

　何かピ

2，第3回OEWG（QEWG　3）の模様について

　OEWG　2の質問については、バーレーン、カナ

ダ、フランス、日本、メキシコ、ポーランド、ト

リニダッド・ドバゴ、スイス、国連法務部海洋法

課、バーゼルアクションネットワーク（BAN）、グ

リーンピース、工CSよりコメントが提出されるとと

もに、ベルギー／デンマーク／欧州委員会の共同

による回答があった。当初の予定では、OEWG

3でこれらの回答に基づき検討を進めることとし

ていたが、各国のコメントに隔たりがあり今次会

合で何らかの結論を導き出すことは困難なことが

予想されたこと、またCOP　7以前にOEWGが開催

される予定がないことから、OEWG　3以降の作業

計画の策定が優先され、以下のとおり審議が行わ

れた。

（1〕バーゼル条約での今後の作業について

　　OEWG　3以降、会合間会議（lntersessionaI

　Working　Group：IWG）を設置し、

　①通報手続、再輸入義務、関係国の役割等に

　　ついてバーゼル条約事務局が分析を行い、IWG

　　が検討すること、その際、JWGの報告・勧告

【JWGへの付託事項】

　①3機関の責任と権限の重複をさけるため、

　　各機関の作業計画を検討すること。

　②3機関間の協調的取り組みを確保するため、

　　意見交換を促進すること。

　③　3機関が作成したシップリサイクルに関す

　　る各ガイドラインについて、抜け穴、重複等

　　を検証すること。

　④3機関のガイドラインを共同で促進するた

　　めのメカニズムの検討。

　⑤3機関の共同で組織する技術協力活動をモ

　　ニターすること、等。

　上記の付託事項については、2004年3月のIMO

第51回海洋環境保護委員会（MEPC51）でエディト

リァルな修正が行われ、OEWG　3ではMEPC5ユが

修正した付託事項を承認した。また、バーゼル条

約から∫WGへの参加国について、　IMOからの参加

国（日、米、蘭、諾、バングラデシュ）と重複す

ることなく5つの地域（アフリカ、アジア、中東

部ヨーロッパ、ラテンアメリカおよびカリブ、西

部ヨーロッパおよびその他）から1ヵ国を選定す

ることとされ、6月末までに選定することとされ

た。（MEPC51の模様については本誌2004年5月号

P．2参照）

（3＞その他

　　OEWG　2でとりまとめられた法的側面に関す

　る質問事項への各国の回答について具体的な議

　論が進まなかったことは上で述べたが、これに

　関連し、EUから旗国である締約国に対してバー

　ゼル条約上の義務（輸出前の事前通告）の実施

　を求めること等を内容とするEU宣言（declara－

　don）案が提示され、それを受けてBANがEU

　宣言の旗国の義務の箇所をOEWG　3の決議に追

せんきょう∫襯220餌働13



閥EWS翻EWS難W5羅W5蝿脚襲醗騨簸畷薦
　加すべきとの提案を行った。これに対し日本は、

　旗国を含む関係国の役割について全く議論され

　ていない段階で旗国等にバーゼル条約の規定を

　適用するかのごとき決議を行うことは今後の議

　論に予断を与え適当ではない旨指摘し、アメリ

　カ、韓国、パナマ、ギリシャ等、がこれを支持

　した。その後、旗国の義務をOECD決議に含め

　るかについては、賛成派と反対派の意見が拮抗

　し、最終的には議長の判断により、COP　7で改

　めて検討することとなった。

　会議を通じて、本件は海運・造船に関する専門

的知見を有するIMOとの協力が不可欠でありJWG

でも議論を進める必要があること、現在のバーゼ

ル条約をそのまま船舶に当て嵌めようとすること

は困難であることを多くの国が認識している一方

　92年国際油墨補償基金条約の第8回作業部会等

が2004年5月24日から28日までの間ロンドンのIMO

本部で開催された。

　今回会合は、2004年2月に開催された第7回作

業部会（本誌2004年3月号P．12参照）に引き続き

開催されたもので、船社／油社の負担割合など現

行油濁補償制度（92年民事責任条約および92年基

金条約）の見直しについて審議が行われた。

で、IMOの協調は重要としつつもバーゼル条約の

考え方を鰹撤船舶に応用するため、議論を進めよ

うとする国があることが確認された。

　当協会は、OEWG　3の前にICSおよびASFシッ

プリサイクリング事務局を通じて各国海運関係者

の同会合への参画を呼びかけるとともに、OEWG

3でも日本政府を通じて、海運国の立場を主張し

IMOを主導としたルール作りの必要性を訴えた。

今後バーゼル条約での検討は、2006年秋のCOP

8まで継続されることが予想されるが、当協会と

しては今後も日本政府やICS／ASFメンバーをはじ

めとする内外の関係者と連携しつつ、バーゼル条

約会合の議論の進展を注視していくこととしてい

る。

　　　　　　　　　　　　　　　（企画調整量〉

画師補償制度の見直し問題等を審議
国際油濁補償基金第8回作業部

1．92年基金作業部会

①船主負担の見直しとサブスタンダード船問題

　について

　　船主負担の見直し全般に関する議論では、船

　主負担の見直しとサブスタンダード船問題につ

　いて明確に切り離して考えることが困難である

　ことから、これらは一纏めで審議が行われた。

　　前回2月の作業部会では、議論を進めるにあ

　たり関係国間で提案を集約するよう議長より促

　されていたが、今回会合においては前回より更

　に多くの文書が提出された。

　　最大の焦点である条約改正による船主負担の

　見直しが必要か否かについては、作業部会では

　依然として意見が分かれたままとなったが、補

　償制度の目的（被害者の早期救済〉を維持する

　こと、制度を複雑なものとするよりもシンプル

　で平易なものであるべきということは共通認識

　であった。

　　会等の模様一
　　　　　　　。6熱．謙扇轟羅：熱．。漁7撫、、、漁嘉熱．癬．．誕熱諜転

　　また、サブスタンダード船問題については、

　その方向・考え方がどちらかと言えばクオリテ

　ィーシッピングの推進という位置付けに変わっ

　てきた。但し、補償制度にこうした概念（サブ

　スタ船を定義、ディスインセンティブを利用）

　を用いることについても意見が大きく分かれて

　おり、サブスタ船／クオリティーシッビングの

　問題は、10PC基金の目的ではなくOECDやIMO

　の関係委員会等で検討する（既に着手している）

　のが適当という意見も多く見られた。

　　このように議論が割れたなか、議長からは、

　今後feasibleな議論を行うためにも、提案国間で

　話し合い、出来る限り提案を集約するよう再度

　要請があった。

②条約改正に関する提案文書について

　　引き続き、制度改正を提案している文書につ

　いて夫々審議が行われた。わが国からは、喧喧

　事故を効果的に防止・抑止するために、サブス

　タンダード船排除に繋がるディスインセンテイ

　ブを与える目的で、特定の船舶における船主責

　任を引上げるとした提案を紹介したところ、条

　約を改正するにしても他の提案よりもシンプル

　かつ実質的であったこと、またクオリティー・

　シッビングの推進にも寄与する等の理由から、

　複数の国から好意的な反応が示された。

　　一方で、上記でも記載の通りサブスタンダー

　ド船の問題は他の機関で取り扱う方が適当であ
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　り、また仮に油濁補償条約でサブスタンダード

　船を定義するようなことになれば、MARPOL

　やSOLASなど他の条約における規制と抵触する

　恐れがあるとした反対意見も根強くあった。

　　わが国の提案文書については、他の提案とオ

　ーバーラップする部分も多いことから、これら

　を集約することが可能か、次回会合に向け関係

　国で協議するよう議長から促された。

③油濁事故に対する両業界の補償費用調査につ

　いて

　　海運業界と石油業界の責任負担バランスの議

　論を進める上で数値的な裏付けとなる過去にお

　ける両業界の補償費用統計調査について10PC

　基金事務局より報告があった。

　　調査は1978年から2002年までの約5，800件の事

　故を対象に行われ、両業界の支出割合は；

　　両条約または自主協定で

　　　　　　　　　39％（船社）一61％（油社）

　　船社からCRI訂ALへの償還後で

　　　　　　　　　45％（船社）一55％（油社）

　　更にIOPC基金への償還後で

　　　　　　　　　53％（船社）一47％（油社）

　　この他、船型別、現行条約と追加基金の下で

　現在価値、将来価値に試算した場合についても

　数値が出された。

　こうした結果に対し、安全対策の導入が進め

られていることなど多くの側面もあり、過去の

結果だけを持って結論に飛躍するのは適当では

なく、サブスタンダード船を排除することによ

り根本的な解決を図るべきであるとした見解を

はじめ、出席者より諸々の意見が寄せられたが、

議長の総括としては、調査結果をベースに負担

割合について性急な結論を出すものではなく、

作業部会で議題を検討する上で有益な資料であ

ると評価するにとどまった。

2．92年基金理事会および総会

　理事会ではエリカ号、プレスティージ号等の事

故処理案件が審議され、総会では追加基金発効に

向けた準備を中心に審議されたほか、追加基金批

准に向けた関係国の進捗状況について情報提供が

あった。関係国の進捗状況から勘案すると、早け

れば今秋にも追加基金が発効されることが予想さ

れる。

3．次回作業部会

　次回作業部会は2005年2月に開催が予定され、

引き続き油濁補償制度改正問題について審議する

こととなっている。

　　　　　　　　　　　　　　　（関連業務部）

「海と船のQ＆A」コーナーを新設
一当協会ホームページ内容の更新について一

　当協会の本｝ムページに「海と船のQ＆A」コーナーを新設しました。これは、小・中学校につい

、てぽ2qQ2年度1高等学校については2003年度より「総合的な学習の時間」が本格的に導入されたこと

、脅踏ま之で、学生も含めた7般向けの海運紹介用資料ζして作成したものです。

　乏gコ「ナーは㌧「海」「船」1髄海」「海運と貿易」の4つのパートで構成され、合計54項目の質

問に対して回答する形式となっています。さらに質問に関連して参考資料や他のコーナーへのリン

．クも用意しています。

、’

C運用語集（用語解説・英文略語〉についても、内容を最新化し新たな用語を追加しました。ま

襟趨賭φ髄を図る⑳解証文蝿御・可能な限り国簾関姻醐体等のホームページへ

の瞬飛凝しまし島
　当協今では、引き続昏ホームペ』ジの方実に努めていくこととしています。ご意見・ご要望等が

ございましたら、当協会総務部広報室（メールアドレス：pub－o雌ce＠lsaneむoLlp）までご連絡下さい。
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　、
脚．、

　　越避　　　　亀

，　ノ多多ノ　緊

lCS／lSF総会、ケンブリッジにて開催
　　　　ロンドンは北緯52度という樺太北部と同じぐら

　　　い北に位置しているため、お彼岸を過ぎて地軸の

　　　傾きが太陽を北半球に迎えるようになると急速に

　　　昼の時間が長くなります。昨年10月に赴任して冬

　　　を迎えたときにはクリスマスのデコレーションに

　　　目が行って余り意識しませんでしたが、2月頃か

　　　らグングン日足が伸びて来るにつれ、40年近く前

　　　に学校で教わった理屈が生活の実感を伴って理解

　　　されます。5月ともなると夕方9時頃まで明るい

　　　ので夕食も遅くなりがちです。

　　　　このような自然条件の下で生活するヨーロッパ

　　　の人々にとって5月から8月までの間は日の長さ

　　　を十分に満喫して戸外でのレクレーションなどを

　　　楽しむ1年中で最も良い季節となります。丁度わ

　　　が国のゴールデンウィークのように暑すぎず議す

　　　ぎずと言ったさわやかなシーズンです。

　　　　当協会が加盟する世界の船主協会の集まりであ

　　　る国際海運会議所（ICS；安全、環境保全、海事法制、

　　　政策問題などに対応）および国際海運連盟（ISF；

　　　船員問題に対応）の年次総会もこの時期に開催さ

　　　れます。昨年は当協会がホスト役を務め淡路島で

　　　開催し大変好評を得ました。総会の開催地はICS

　　　／ISFの事務局がロンドンに置かれているところか

　　　ら、原則として1年おきに英国とその他の国で開

　　　催されるのが恒例とされておりますので、今年は

　　　英国船協がホストとなりロンドンから90キロほど

　　　北のケンブリッジで5月9日の日曜日から12日の

　　　水曜日の間、両者の年次総会に併せ役員会が開催

　　　され、海事保安、EUの競争法、バラスト水問題、

　　　バルクキャリアの安全対策等、また船員関係では

　　　ILO統合条約など最近の重要なテーマにつき方針の

　　　確認と各国船協の意見が交換されました。当協会

鶉　　からはICSの理事に就任されているNYKヨーロッ

　　　パの佐藤会長をはじめ、東京から園田企画調整部

　　　長兼国際企画室長、高橋船員対策室長および欧州
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　総会出席者とご一緒に来られた奥様方の行楽行

事としてはケンブリッジの各カレッジ、礼拝堂な

ど歴史のある建物の散策などがあり、そして恒例

のブラックタイに正装の夕食会もカレッジで開か

れ、同大卒業生である英国船協のマーク・ブラウ

ンリグ理事長、エドモンド・ブルックス役員の心

配りの下で、伝統に従ってラテン語の聖句による

お祈りを食事の前後にするなど、ケンブリッジな

らではの雰囲気の中で各国船協の交歓が繰り広げ

られました。

　さて、ICS／ISFを通じて当協会の意見を国際海事

社会に反映し、また情報を集めていくことが当事

務局の重要な任務ですが、ICS／ISFをはじめとする

関係会議への出席やそのための出張などがどのく

らいになっているのかを、昨年10月下旬から今年

5月末までの問でおおよそのところを当たってみ

ますと表の通りとなりました（表1～5参照）。

　ICSの会議は大部分が海務／工務の技術関係で、

国際海事機関（IMO）の委員会に対応して開催さ

れています。回数も多く、なかには午前と午後で

1日に2つの会議のこともありますが、朝から始

まり3時過ぎまで続きますので大体1日取られま

す。一方、ISFの会議は2つの委員会のみが常設で

すが、2005年の採択に向けたILO統合条約の検討

がクライマックスを迎えており重要となっていま

す。国際海事機関（IMO＞関係の会議は、通常月

曜日から金曜日までの5日間開かれますので、最

も多くの時間を費やすことになります。議題も多

く、当協会にとって重要な問題があるときには東

京からも出張者が出席しますが、1週間に亘り、

必要に応じ作業部会（WG）に分れての議論もあり

ますので結構大変な会議です。表5はロンドン以

外の場所で開催された会議に出席するために出張

した日数などです。経済開発協力機構（OECD）の

関係会議のほか、欧州連合が打ち出す海運関係の

独自の規制に対してはICSのほか欧州船主協会



嬬認＝認

（ECSA）が対応していますので、特に重要な会議

にはオブザーバーとして出席させて貰っています。

その他はこれらの会議以外の出張です。

　これらの数字を概観しますと、表1から表4ま

でのロンドンで開催された45回（延べ100日）の会

議の大部分が主として海務／工務／船員関係のこ

ともあり、全体の約9割を事務局長がカバーし、

政策関係／油濁補償関係を中心に1割引を中村係

長がカバーしました。また、出張に関しては14回

のうち事務局長が3回目延20日）、中村係長が7回

（延ユ2日）、その他は前任の事務局長およびパディ

ー・ }ックナイト（英国人職員）です。この間の

総日数は225日、就労日は157日でしたので、事務

局長は3日の内2日は会議または出張に出ていた

ことになります。

　以上が当事務局の諸会議への大凡の出席状況で

すが、会員会社の方も含め本部からのロンドンへ

の同期間の出張回数などは表6の通りとなります。

重要な会議のときは2名で出席することもありま

すが、合計12回の出張で延べ129人・日に及びまし

た。

　事務局にとっての悩みの種は、やはり会議が連

続するときなど事前に準備が出来ないことが度々

あり、また資料を読むにしても英語のため時間が

掛かり過ぎることなどです。

アッー、外は明るいのに、もう8時半ダー〃

　　　　　　　（欧州地区事務局長　増田　恵）

表1国際海運会議所GCS）関係会議
会．．．　　議．．　　．名 ．出席回数 延日数

．総会 1回 1日
理事会 2．回 2日
政策委員会 2回 2日．．

．；騨法律委員会． 1．回． ．玉日．．

．シップリサイクルWG： 丁．回． ．1日1

江畔． 1．回．

嚔�D．

2．日．2日1

．痴レクキャリアパネル ．2回 2．日．．．

．その伶丁委員会 13回．． ．13日．．

v…． ．24回．． ．26日己

表2　国際海運連盟（ISF）会議
D会　　　．．．議．．　　名．． 出席回数 延日数．

総会／理事会．配乗・．訓練委員会

J務委貫会．．．その他．．（ILO対応等ジ

：3．

�
D
2
回
．
1
風
．
．
4
回
．
：
．

．2日．．

@2日．
@1日．．
D． T日．．

．計．．1　　　　　　　　　∴10回
．．． P0日：．「．

表3　1MO関係会議
．．．＝ ?D　　：．議．．．．　　名． ．出席回数　延日数．．

奄lO総会／海洋環境保護委員会（2QO3年花目。同時開催〉．．

O唱薩二二二二＝
C上安全委員会・
ｻの他小委員会．．・

．：丁回．．

P．回

P回．

T回

．．
P回．．．10巳

@　　　．．．．5．日．．．

@　　　．．．5日

@　　　8日．
@　　　28日

．．
v．． ．9回．

．．．

D56日．．

表4　国際油濁補償基金（10PC　Fund）

会．　　議．．　　名． 出席向数、 ．延騰．

理頭会／作業部会．． 2回 10日

「計．．

2回． ．10日．．

表5事務局員の出張
．．出．．．．．張．．．己．．目．．．．的 ．出張回数 延人．・日

．経済協力開発機構．（OECD）関係会議．（パ1ノ．）出席． 2．回．．1回．．

@5回R
回
．
3
回

9
人
」
日
3
．
人
・
日
1
］
人
：
旧
1
7
人
・
日
1
1
入
・
日

計 14回 51人・日

表6本三等（船協関係者を含む）からロンドンへの出張者
．出．．張．L．．冒．．．的．：．． 出張回数 延人数 ．延人・．日．

iMO関係会議への出席．．IOPO　Fund会議への出席．．1．

窒bS／ISF総会．

ｻの他

5回．．
D2回．．1回．4回．

8．人．

D． Q人．．
Q
．
人
．
4
人

7
3
人
・
．
日
．
．
1
4
人
・
日
了
4
人
・
旧
2
8
入
・
日

計． ．12回． 16人 ↑29人・日

ICS／ISF事務局長、英Seatrade紙のPersonality　Award　2004を受賞

ジ論r畿1甜邊掌週録

　琴国．め有力．海事専門紙rSea丘ad≒」．炉毎年海事分野の発展に．．．．

．、． ﾍ敵．レた人物イ企業／団体に送る恰gat≠的e森warグの豪彰ヰ．．

ｽ． ｦ油・・ンドンで徊？れ，．E3／IsF事務．賑のChd9．1

耳drr6ρ≧S氏が戸ersonali取Awardを受賞しま．した6　Persqnalfty．

．A叩ard．とは、輝事二野にお吟て願著．傘功績を残レた個人を表更

．．する．もρで・Horro¢聴s氏は約30年1ζ湿り樺渾業界φ代弁者と1．：

．．．

ｵて諸問題．に対．し．建設的な意見の反映に務めできた功績が認．

．ダ）ち≠しま．胆！牟。

．』麟式で1誘：＜．．H・嘔k・1氏は噸めヨ．｝ク婦．（ヂヤー・当季．

1．

莱e野讐謄轡5穆犯ll卑脚∵．

脚鰍灘灘鞭撚徽。撒階段
．
：

』憎寵澱季薫謡羅．勲舞匙鷺．慧葺麟男慧騎勒．1燃

せんきょう∫観θ2004磯17



轡瀦趨惚錨誤紬鴇轟轟
　　地域が指定港に内定した。

難iliICS／ISF2004靴会カミ姻のケンブリ・ジにお

議麟（P．2海運ニュース参照）

舞懇粘土交通省は、米国で開催された主要8ヶ国

1趨（G8伺法．鰹閣鰍飴の際、テ。対策

　∫の改正SOLAS条約に基づく港湾保安対策を協

　　議し、各国の対応状況を検証するための監査

　’、チェックリストを作成することで合意したと

　　発表した。

1毯IIMO第78回海上安全委員会（MSC78）がロン

講ド・において離された・

懸P筋運ニュー麗

れた。

（P．9海運ニュース参照）

灘経済協力開発騰（OECD＞海運委員会（MTC）

襲がパリにおいて離された・

懇鞭。・4年総会がシ・ガポ洲・お・・開催・

撒・5海運ニュース参照）

慾国際欄補償齢（10PCF）第8回作業部会
饗／他が・ンドンにおいて開催された・

線鹸（P．！4海運ニュース参照）

馨騰鎌継濫熱灘；：扇
　、’率的な国際物流の実現」に関する第ユ回調整

　．∴会議を開催した。国際コンテナ貨物を中心に

　　セキュリティーや物流の効率性にも配慮しつ

　　つ、国際的に競争力のある物流環境の構築に

　、㌧1向けた検討に着手することで合意した。

遭爾国土交通省の「水先制度のあり方に関する懇
嚢鼠！談会」の第3回会合が開催され、「水先区・強

　　制水先対象船舶のあり方」等の論点について

　究検討が行われた。当協会より、三大湾におけ

　、る複数ある水先人区の統合・水先人養成期間

　　の設立・水先人の責任の明確化等について提

　后を行った。

駕鑑繋箇套蒸熱貧講慧
　　協定について意見交換を行った。

12簗込SFシップ・リサイクリング委員会（SRC）第

1日il　7回中間会合がシンガポールにおいて開催さ

18麟せんぎょうノ翻82004
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麟轟后月の定例理事会の模稿畿騨雛

　（6月4日　日本船主協会役員会議室にて開催）

　　　　　　　総務委員会

1，船協組織改革タスクフォース

2．船首運営小委員会

　　　　　　　政策委員会

1．税制改革タスクフォース

2．　「規制改革・民間開放推進3か年計画」への

　対応について

3．ASFシッビング・エコノミックス・レビュー

　委員会（SERC）第15回中間会合の模様について

4．ICS／ISF2004年総会について

5．第13回アジア船主フォーラム（ASF）の模様に

　ついて

6．外航船社間協定に対する独禁法適用除外制度

　　　　　　　労政委員会

1．国際船員問題について

2．船員保険問題その他について

　　　　　　構造改革委員会

1．港湾関連業務構造改革小委員会

2．船籍問題小委員会

　　　　　　港湾物流委員会

ユ．スーパー中枢港湾選定委員会の模様について

　　　　　　　工務委員会

1．MARPOL条約改正の国内法令化について、、

2．IMO第78回海上安全委員会（MSC78）の模様

　について

政策委員会／安全環境委員会合同

1．羽田空港再拡張問題について

　　　　　　安全環境委員会

1．IMO第51回海洋環境保護委員会（MEPC51）の

　模様について

2．バーゼル条約第3回公開作業部会（OEWG

3）の模様について

3．第8回シップリサイクル連絡協議会の模様に

　ついて

4．ASFシップリサイクリング委員会第7回中間

会合の模様について

5．　「船舶排ガス問題検討小委員会」の設置につ

　いて

　　　　　　法務保険委員会

1．国際油濁補償基金WGの模様

㊨　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

　　の一部を改正する法律（法律第48号、平成16

　　年5月19日公布、公布の日から起算して三年

　　を超えない範囲内において政令で定める日か

　　ら施行。廃棄物海洋投入処分の許可及び海洋

　　施設廃棄の許可に関する経過措置の規定は、

　　公布の日から起算して2年6月を超えない範

　　囲内において政令で定める日から施行）

㊨　船員法施行規則等の一部を改正する省令（国

　　土交通省令第65号、平成16年5月21日公布、

　　同日施行）

会議名二IMO第5G回航行安全小委員会　（NAV50）

月＼程：7月5日～9日
遥易．所ヒロンドン
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1，わが国貿易圏の推移 （単位：

充計蟹三三羅三三騨

10億円）　　2，対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

輸　出 輸　入
前年比前年同期比（％）

年　月
（FOB） （αF）

入（▲）出超

輸　出 輸　入

19B5 411956 31，085 10，870 4．D ▲3．8
1990 411457 33，855 7，601 9．6 16．8

1995 411530 3L548 9，982 2．6 12．3

2000．
511654 40，938 10，715 8．6 16．1

2001
48，979 42，415 6，563 ▲5．2 3．6

2002 52，109 42，228 9，881 6．4 ▲0．4
2003 54，562 44，322 10，240 4．7 5．0

2003年5月 4，302 3，608
694 3．6 2．1

6
4，429 3，586 844’ ▲0．0 1］．7

7 4，645 3，849
796 5．6 5．4

8
4，330 3，547

783 6．4 3．5

9 4，860 3，760 1，100 9．2 10．6

10
4，902 3，831 1，071 5．4 1．9

1
1 4，548 3，558

ggo ▲2．0 ▲5．1
12

4，958 3，835 1，123 8．5 1．6

2004年1月 4，274 3，774
500 11．3 0．8

2
4，768 3，367 1，402 10．3 ▲0．9

3
5，442 4，319 1，］23 董3．2 12．3

F4．．．．己

D51．：107：．：．．． F．4．，IG律9：1． 1．：，．．077．；． 1．：α：8．．：． ⑥．6．．

G主）　財務省貿易統計による。

3，不定期船自由市場の成約状況

年　月 礪）平均 最高値 最安値

199G
144．81 124．30 160．1C

1995 94．06 80．30 104．25

1999 113．91 111．28 116．40

2000 107．77 102．50 114．90

2001 12L53 113．85 131．69

2002 ］25．28 115．92 134．69

2003 115．90 107．03 120．81

2003年5月 117．26 1］5．21 119．06

6 118．31 117．55 119．82

7
118．63 117．26 120．54

8
118．57 116．70 120．29

9
115．16 110．48 117．60

10
109．50 107．97 111．10

1
1 109．20 108．03 110．20

12
107．90 107．03 109．75

2004年1月 106．48 105．97 107．55

2
106．46 105．34 109．00

3
108．62 104．30 112．12

4 107．25 104．30 ユ10．20

：5．．．己． ．τ12＝ C．
R51．： 108， P82．1 ：達．14．．40．．．

（単位：千M／T）

区分 航 海 罵 船

用船

A シングル
（品　目 別 内　訳）

年次

ロ　計 連続航海
航　　海

石　炭 穀　物 砂　糖 鉱　石 スクラップ 肥　料 その他 ］「巾
Perlod

1998 186，197 1，712 184，621 69，301 41，938 3，800 64，994
836

2，499
1280 136，972 24，700

1999 141，321 1，304 150，481 56，184 30，686 3，2フ4 57，309
235 L709 1，082 149，734 39，581

2000 146，643 2，182 144，461 46，549 26，147 4，576 67，431
198 182 1，551 170，D32 45，021

2001 154，005 3，063 150，942 52，324 16，789 7，288 72，177
472 978 914 150，154 38，455

2002 ．132，269 978 131，291 43，406 15，182 5，853 65，105
442

1，054
249

184，890 50，474

2003 99，655 1，320 98，335 30，722 6，097 3，657 57，001
248 438 172

208，690 81，721

2003　9 8，，650
160

8，490 2，480 1，165
170

4，635
0 30 1

1 22，959 10，762

10
3，390

0
3，390

648 282 148
2，198

9D 0 24
14，393 8，581

1
τ 6，284

400
5，884 2，405

265 259
2，810

75 40 30 14，740 5，537

12
6，138

0
6，138 2，340

2D3 0
3，5フ0

0 25 0 15，311 5，279

2004　1 6，143
0

6，143 2，195
264 52

3，550
37 0 45

18，546 5，258

2
6，864

150
B，714 2，713

377 28
3，485

0 112 0 17，427 2，806

3
9，545

300
9
2
4
5
　
脚 4，728

499 35
3，764

128 28 63 211238 3，9召6

4
9，897

549
9，348 4，098

441 0
4，634

0 157 0 23，4τ4 2，971

T．1 ユ．8．12．．． 150． ：7．∴6621 S・，母09 ．： D296．． ．42 ．3，080

　
　
　
　
．
o
．
． 35： 0

．．r
P6フ88．．：． ．「．，487

（注）①マリタイム・リサーチ社資料による。②品目別はシングルものの合計。③年別は暦年。
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4，原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾／日本 ペルシャ湾／欧米

月次
2002 2003 2004 2002　　　　　　　　　　　　20D3 2004

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

50，00　34，75
S2，50　37．50
R7．00　32，0D
Q9，5D　28．00
U2，00　39，50
R5，00　29．50

T000　32，50
@　　　35．00

S5，DO　34，0D
X9．75　40．50

P1Q，OO　6250
P37．50　990

161．00102．50
P32，50　θ7，50

P60，00105．00
P37，50　4200
P09．50　42．00
X0，0D　56，00

U375　45．00
U8．00　41．00
n3500　70．00
V8．00　42，50
P52，50102．50
P60．00可3375

152．50　87．00

P59，00102．50
P17．50　70，75
P10，00　77，50
P25，00　71、25

40．00　35，00
S0，00　36，25
S0，00　30，00
R1．00　27、50
S875　33，00
S250　3100

R8．フ5　29，50

R2，50　28．00
S2．50　28，00
U8，50　42、50

V2．50　47，5G
ｹ0500　80，00

120．00　75．00

P17，bO　6500
P45、00　85．00
X7．00　45，00
XD，00　5000
V0，00　52，50

T4，00　42，50
T7．50　40，00
P15，00　50，00
X0．OD　47．50

P26，50　75，0G

P375D　95，00

127．50　82，50
P32．50　87．50
P12，50　60，00
W7．50　67．50
}00，00　69，50

（注）①日本郵船調査グループ資料による。

　　④グラフの値はいずれも最高値。
②単位はワールドスケールレート。　③いずれも20万D／W以上の船舶によるもの。

5．穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧） （単位，ドル／トン）

ガルフ／日本 ガルフ／西欧

月次
2003 2004 2003 2004

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

2790　　27，25 ｝ 一 『2 2フ．4D 73．OD
一 『3 2975 72．50
一 一4

34．00
｝ 一 一5

32．50　　32，00 ｝ 20．25　　18，50 』6
3125　　29，40 18．20

7 32．75 2D．00
8

一
20．00

9
34．25　　33，75 20．00

τ0 37．00
一1

1 一 一12
54．50

　
（注）①日本郵船調査グループ資料による。②いずれも5万D／W以上8万D／W未満の
　　船舶によるもの。③グラフの値はいずれも最高値。
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6．石炭（オーストラリア／西欧）・鉄鉱石（ブラジル／中国・ブラジル／西欧） （単位：ドル／トン〉

オーストラリア／西欧（石炭） ブラジル／中国（鉄鉱石） ブラジル／西欧（鉄鉱石）

月次
2003 2004 2003 2004 2003 2004

　　　　最低日盲E反同

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

一
39，70　　35．00 一 46．50　　34．00 9，40　　7．80 26．00　　22、00

2

一
32．00 一 50．00　　35．00 8．80　　6．25 26．00　　20．75

3

一
31．65 一 40．00　　35．50 　

19．00　　▽．25
4　’

一 一 一 35、00　　32．50 8，95　　6．75 18．00　　で5．25
5

一 一． @　．…

一
．． Qa．50．．．．．．．25．00 925 亭羅475：．㌧．．．．1己1㌧30．．

6
一 一

9．50

7
一 一 7つ5

8

一 一 13，75　　12．00
9

一 一
1L60

10
一 一

13．90
］
1

一 一 22，00　　18．25
12

一 一 21．00

（注）①日本郵船調査グループ資料による。　②いずれもケープサイズ（14万D／W以上）の船舶によるもの。

　　　③グラフの値はいずれも最高値。

7，タンカー運賃指数

夕 ン 力 一　　運 賃 指 数

月次 2002 2003 2004

VLCC 中型 小型 H・D H・0
VLGG 中型 小型 H・D H・C

VLCO Suez Afra Handy C［ean

1
2

39．9 86．9 126．1 165．3 148．1
98．6

P33．3
161．9
P80．9

165．6
P86．8

266．3
Q67．1

231．3
Q45．6

133．0
P32．0

250．0
P78．0

289．0
Q15．0

386．0
R55．0

287．0
R26．0

3 39．4 85．6 η5、8 158．8 ユ49．9 114．0 224．9 275．6 290．0 273．4 132．0 153．0 182．O 238．0 323．0
4 36．0 91．3 習6．6 164．2 了48．5 128．6 24〔｝．2 294．0 29G．0 328．2 96．o． 141．G ．了40．〔｝． 2θ4．0 21．0．．0．

5
36．4 105．4 143．9 194．2 178．8 79．8 15α4 217．7 200．0 294．3

6 49．9 89．9 159．1 204．0 177．］ 85．4 156．2 200．9 235．0 231．1

7 40．1 96．8 130．2 200．8 158．0 50．6 110．5 132．9 250．0 221．0
8 44．6 83．3 131．5 166．8 171．3 52．8 103．2 167．7 了97．5 221．1
9 35．6 83．9 109．6 158．3 178．0 58．4 92．1 ］38．2 208．9 238．1
10 41．0 83．3 118．1 153．3 154．9 57．9 120．4 153．3 202．0 180．0
1
1 73．3 107．9 137．5 154．4 173．5 70．4 158．4 164．0 258．3 213．3
12 ］02．7 172．2 175．8 192．5 207．7 125．5 278．9 332．5 290．0 288．6

平均 48．2 97．8 132．5 1732 166．2 87．9 164．8 202．4 246．3 246．8

（注）①2003年までは「Lloydls　Ship　Manager」、2004年からは「Lloyd’s　Shipping　Economist」による。②タンカー運賃はワー

　　　ルドスケールレート。③タンカー運賃指数の5区分については、以下のとおり（2003～）⑦VLCC；15万トン以上◎中型：7万～
　　　15万トン⑪小型：3万～7万トン㊤H・D＝ハンディ・ダーティ：3万500Dトン未満㊥H・C；ハンディ・クリーン：全船型。（2004

　　　～）⑦VLCO　120万トン以上◎Suez；12～20万トン⑳Afra：7～12万トン◎Handy：2．5～7万トン㊨Glean：全船型
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8．貨物船定期用船料指数
2003 2004

月次 2万以上
R．5万未満

3，5万以上
T万未満

5万以上
W，5万未満 85万以上 総合指数 2万以上

R．5万未満
3．5万以上

T万未満
5万以上

W．5万未満
8．5万以上 総合指数

1 199 234 295 235 185 601 563 851 875 553
2 192 207 243 229 156 716 732 835 881 613
3 212 244 281 245 マ51 636 706 861 735 451

4 282 257 325 26D 203 615 57マ
730 604 558

5 283 285 382 290 230
6 309 347 343 297 304

7 314 278 330 298 273
8 295 280 315 306 276
9 307 289 321 350 294
10 342 381 543 690 337
1
1

422 417 605 562 309
12 469 52、 688 772 360

出所’「Lbyd’s　Shipplng　Economlst」

　（注）①船型区分は重量トンによる。②用船料指数は1985年；100。③これまで「Lloyds　Shlp　Management」によるデータを

　　　掲載していたが、20D4年3月にて同誌が掲載を取り止めたため、データ出所を「Lloyds　Shlpplng　Economist」へ変更した。

9，係船船腹量の推移
2002 2003 2004

月次 貨物船『 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タ　ン　カ　ー

隻数千G〆T千D／W 隻数千G灯千DIW 隻数千GIT千D／W 隻数千G／T千D／W 隻数千G／T干D酬 隻数干G／T干D／W
1

242L7541，966 40　7921，528 24等1，8591，958 43　9051，838 2051．31711350 53　287　4892
2321フ1411899 40　6661，259 23611865｝1911 44　7411．488 206112361，279 51　286　4903
2291，7281，887 40　6881．305 2371，7701，791 45　485　940 1881」5611234 56　300　5094
2381．89621061 42　6921β1D 2321β871，720 44　361　706 マ811」011，232 55　丁63　2565
23σ1、7631，946 41　6351、｝99 224了，5251，555 46　5251，0166
2211，7421，936 42　6371．202 2151，4411，513 48　52711019

7
2221，6781，874 43　8321．657 226L5561，719 48　5241，0148
223T．66711861 47τ14753，DO4 2151．4771β33 50　786115699
2291，7271，927 471，5503コ55 213］14071，534 50　7841，56710
2281，6821，937 481．5623，173 2031、2731，383 53　7091．4141

1 225］．6581β78 501．5563」62 209T、3201，406 52　7061、40712
2201．6331β41 471，4803，000 20ア1，3081，386 51　705MO7

（注）インフォーマ発行のロイズ・インアクティブベッセルズによる。
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一一一一一一…一一一一一・一一 ﾒ集雑感 ｝朔ま臨義昏3藁弼駅扮鍛ポ潔徽篇5慧職鵯ま謡鰍鵬二凄隻畿｛鱗．解匙惚ま藷聾濃終葺識聾轟．勢奔海霧撤瓢舞撒㈱罵望

　我が家の娘が、この4月に中学校に入学した。

　幼稚園、小学校の行事もほとんど妻に任せっきりで、積極的に子育てに関わってこなかったせいか、

生まれてからの12年間はあっという問に過ぎた感じがする。小学校では一学年2クラスしかなかったの

が、中学校では倍の4クラスになり、新しく友達も増え学校へ行くのが楽しそうで、週末の土曜、日曜

日もクラブ活動や友達と遊びに出かけ、彼女なりにエンジョイしている。家族との共有する時間がだん

だんと少なくなり、徐々に親離れしていくのかと思うと一抹の寂しさを感じる。

　日曜日の夜「田舎に泊まろう」という番組が放送されている。

　有名芸能人（有名？と首を傾げたくなる人もいるが）が、アポイントも無しに突然押しかけて行って

地方の民家に泊めて頂き、心の交流を図り最後はお決まりのハッピーエンドとなる内容で、製作側の意

図にまんまと乗せられ毎週欠かさず見てしまうが、芸能人の態度が横柄だとか厚かましいとか、我が家

族にはあまり好評を得られていない。ある日、山間の民家に泊まる場面を見ていた時、妻が「こういう

所に住みたいの」と聞くので、「山よりも海の方がいいな」と応えると、「ここだって海じゃないの」と

娘が会話に割り込んできた。確かに、本牧埠頭に近接しているので多少の潮気を時には異臭を伴って感

じることができるが、社宅のベランダから見えるものは段積みされたコンテナとガントリークレーンで、

私の抱いている海の風景とはだいぶかけ離れたものである。

　「海は波があるから嫌」というので、専らプールで遊ばせることが多かったが、今年の夏は子供達を海

に連れ出して、磯遊びなど工夫を凝らして海の良さを体験させ、本当の海を体感させたいと思う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三洋海運株式会社　総務部　総務課長　荒井正樹

一一～…一一一 ﾒ集委員名簿一一一一齢一一・　一一一一編集後記…一一…一

第一中央汽船

飯野海運

川崎近海汽船

川崎汽船

日本郵船

商船三井

三光汽船

三洋海運

新和海運
日本船主協会

総務グループ次長

ステークホルダーリレーションズ

マネジメントグルーブ法務・保険チームリーダー

総務部副部長

lR・広報グループ情報広報チーム長

調査グループ調整チーム長

広報室マネージャー

社長室経営企画課長

総務部総務課長

総務グループ次長総務・法規保険チームリーダー

常務理事総務部長兼広報室長

常務理事

海務部長

企画調整部長兼国際企画室長

関連業務部長

船員対策室長

加藤和男

鈴木康昭

廣岡　啓

高山　敦

山田喜之

大貫英則

遠藤秀己

荒井正樹

森　　均

梅本哲朗

植村保雄

半田　牧

園田裕一

井上　晃

高橋幸一郎

　先日、ふとしたきっかけで過去に発行さ

れた「せんきょう」を手にとってみた。も

ちろん、私がスタッフとして関わるずっと

以前の、先人達のたまものである。

　「古きを訪ねて新しきを知る」という言葉

があるが、10年前頃の「せんきょう」など

は私にとっては新鮮でかなり興味深い読み

物である（あいかわらず記事内容は難しい

が…）。過去のコーナー、現在の海運ニュー

スにも繋がる記事等々、機関誌としての内

容の移りかわりをみることが出来、何か今

後の誌面づくりの参考になれば、と思って

いる。

　読者の皆様からのご意見、ご要望もお待

ちしております。宛先は当協会広報室まで。

　　　　　　　　　　　　　　　　（N）

せんきょう6月号　No，527（Vol，45　No．3）

発行日平成16年6月20日
創　刊爾昭和35年8月10日

発行所麹社団法人　日本船主協会

〒102－8603東京都干代田区平河町2－6－4（海運ビル）

TEL，（03）3264－7181（総務部広報室）

編集・発行人㊧梅本哲朗

製　作魯株式会社タイヨーグラフィック

定　価駒407円（消費税を含む。会員については会費に含めて

　　　購読料を徴収している）
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　四方を海に囲まれ、資源小国・貿易立国であるわが国にとって海運は国の存立にかかわる重要
産業ですが、わが国海運業は、諸外国との競争において税制の上で大きなハンディキャップを負っ
ています。

　欧州先進海運国は、船舶のトン数を基準に法人税額を算出するトン数標準税制を相次いで導入

し、企業がこれを選択的に採用できるようにすることにより、海運業所得に対し大幅な減税を行

い、自国海運の維持・発展を図っています。例えば、イギリスでは、海運の果たす役割の重要性

から、海運業への実効税率は他産業の1／10程度ときわめて低くなっていましたが、さらにトン数

標準税制の導入によって、その半分程度に軽減し、自国海運を強化しています。

　産業と国民生活の基礎を支えるわが国海運を維持していくため、税制上の競争条件を諸外国と

同一にしていただきたい、というのが私たちの切なる願いです。

　海運税制の充実・改善は、小泉内閣の構造改革が目指すわが国産業・経済の競争力の強化に資す

るものと、私たちは考えます。

トン数標準税制の導入国

導入済み

準備中

オランタ、ノルウェー、ドイツ、イギリス、スペイン、ギリシャ、デンマーク、フランスなど

米国、韓国、インドなど

一船が支える日本の暮らし一

社団法人日本船主協会
http：〃www．lsanet．or．iP／



平成16年6月20日発行　毎月1回20日発行　No　527　昭和47年3月8日第3種郵便物認可尋纂讃貯湯騨多醗No．527瞭叩一｛　瀞r＿　糊峯鍵観奪病Jlら汽　　気7　　又　　瓦　資￥　　　z）ξ　i　玉奉摩震　專　輩薫　塾1墓　　　�h〜〜　　　曳　奪　　　　　聾　芝幸ζ1義津　ずぎ　、馬琳ζ事≧　孕怪　寒、　　　き套壁減多き　｝一へせんきょう鱗6羅…蟻i滋iilo　．●　　［　　　驚郷　　　　　　鰍婚三16海運日誌（5月）18船協だより　　　19海運統計編集雑感04う一2囲み記事・「海と船のQ＆A」コーナーを新設15§轟．鷺，幽着魅力ある日本船籍制度の創設について福轟門門盤購門口ll孜、，£ご民地灘および国家の力により、当該船舶を守ってもらえることである。TAJIMA号事件のような、船員を巻き込んだ犯罪や、海外寄港地における予期せぬ問題発生、MOによって旗国に要請される諸規則への対応、さらに船籍国そのものの政情不安に伴う安定運航上の障害など、日本海運企業が日本法令の適切な適用或いは日本国の保護管理を受けることの必要性は近年益々高まってきている。しかしながら、かかる必要性をもってしても、上述の諸制約とを秤にかけると圧倒的にその重さに負けてしまうのである。　日本籍船の潜在的重要性は以前と変わりなくありながら、私企業がそれを持つことを許さない制度に陥っているといっても過言ではない。日本船主協会の船籍問題小委員会では、このような状況を打破し、より現実的な制度を導入すべく、関係各位に働きかけているが、なかなか進展していない。上記3点については夫々個有の問題があり、規制を解くのは簡単ではないと承知しているが、対象船がなくなってあわてても遅い。日本回船がゼ［コでよいというなら別だが、そうでないなら、この辺で国交省を始め関係者の叡智を絞って魅力ある日本船籍制度を創るため取D組んでいかなくてはならないと思う。蒸籠鋳　2004年6月7日、国：：ヒ交通省は2，000G／丁以上の日本籍外航商船が103隻（2003年7月1日現在）であると発表した。これは、わが国商船隊1873隻の5．596に過ぎない。2000年以降新規登録の日本籍船は極端に減少し僅か10隻を数えるだけであり、今後さらにその数が減り年1隻あるかないかと思われる。すなわち、日本籍船は事実上国際海運の世界から消滅しつつあるのである。　外航海運業は、国境の垣根がなく、国籍による差別の全くない、世界単一の市場で商業活動を営んでし、る。そこで優劣を決めるのはサービスの質とコスト競争力である。船舶の所有、登録についても、実態として国籍を離れ自由に選択ができる状況にある。そういう中で日本怪船がなくなりつつあることは、海運企業にとり日本籍にする経済的メリットをどこにも見出せないことを意味する。日本籍の魅力を失わぜる要因は主に以下3点である。1，日本の税制……高額な登録免許税と固定資産　税2，日本人配乗……船機長2名以上の配乗が条件3．船舶設備・検査等の規制・一…国際条約の基準　を超えた日本独自の規制と硬直的な手続ぎ　一方、日本の海運企業にとり、E体籍船を持つことは、簡単にいえば、ことある時に日本の法律レC篤　　兎蓑内…囁せんき・う伽2・・4麟ll髄匹W5輔匿WS糊覧W5都鋸騨黛擁1劉》蕊苧くi羅轡瓢灘灘襲：欝……講．難i；　融　　　騨剛雪目購麟・　1懇1　　　　　　　　　．∫国際会議レポ≒≒1ト癬　　　　　　　　　　　　「　　　　、　　　　　　　　　　　　r　　　　　r国際海運を取巻くさまざまな問題について協議　一ICS／ISF年次総会の模様について一　2004年5月9〜12日、ICS／ISF年次総会が英国ケンブリッジ市において開催され、それぞれのメンバー約ユ7船協から40名前後が参加した。総会では1年間の活動を総括し、今後の課題について活発な意見交換をおこなった。　当協会からは、佐藤NYK　GROUP　EUROPE　HD．会長（対ICS日本船協代表〉、増田常務理事・欧州地区事務局長、園田企画調整部長・国際企画室長、および高橋船員対策室長が出席した。引CS総会　ICS総会での主な事項は次の通り。各委員会報告�@Marine　Committeeに関連し、当協会からバー　ゼル条約の船舶への適用問題の重要性を指摘し　た。また、日本同様に各国海事当局が会合に出　席するよう各船難から夫々の政府に働きかける　ことを要請した。�AShipPing　Policy　Committeeでは、OECD　MTC　（海運委員会）の存続問題につき意見交換が行　われた。なお、今後も引き続きその活動に留意　していくことで一致した。海事セキュリティ問題について　ペルシャ湾における邦船関連タンカー周辺での　　　　　　　．隷…瓢漁鉱慮認、。撫、．毒i誌滋細、，胤審為認瓢論楓．謙臥攻撃事件や、マラッカ・シンガポール海峡でのテロ攻撃懸念などを当協会から指摘し、テロ対策の重要性を確認した。バラスト水管理条約について　今後の条約運用ガイドライン策定作業においては、海運業界が主体的に関与していく必要性を確認した。役員選任についてWestfal−Larsen会長を再任し、副会長にはリベリア代表（再任）とギリシャ代表（新任）を選出した。なお、正／副会長とも任期2年。●ISF総会　ISF総会での主な事項は次の通り。各国の船員数等の報告　この報告の中で当協会からは特記事項として、日本船社のIBF＊への参加、当協会の方針と役割および国際船員労務協会の役割について報告した。lLO海事統合条約について　本年9月に予定されている準備会合に多くのメンバーが参加して船主意見の反映に務めるべきであるとの認識で一致した。当協会からは船員の社会保障に対する責任は基本的には居住国に帰属するべきものであるとの意見表明を行った。2轡せんきょう∫襯82004その他労務関係事項　ILO海事統合条約策定作業後の課題としてISFと国際運輸労連（ITF）との関わり方をどのようにして行くべきか検討したいとの提案が事務局よりなされ、本年10月のLabor　A丘airs　Committeeに向けて各国船繰の意見を提出することが求められた。当協会としてはILO最低賃金の具体的な金額を設定することに反対であること、および船員の賃金のあり方についての当協会の方針を述べた。役員選任について　Westfa1−Larsen会長を再任し、副会長にはインド代表とベルギー代表を選出した。なお、正／副会長ともに任期は2年。　　　　　　　　　（国際企画室・船員対策室）　＊IBF：唱he　Interna廿onal　Bargaining　Forumの略。国際　　　　　団体交渉協議会。2003年5月にITF（国際運輸　　　　　労連）とIMEC（国際海事使用者委員会）およ　　　　　び工MMAI（国際船員協会）が合意して設立さ　　　　　れた。IBFに参加する船主が運航する船舶に乗　　　　　組む船員の労働条件を交渉する。　　　　兎売：．；き＝＼ド　・i・岬’”．亀．r「一．V一∵1渦；。：｝二．窒フlr甲；デ　　　　バルクキャリアの二重船側強制化が否決される　　　　一IMO第78回海上安全委員会（MSC78）の結果について一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　識、撫．鹿講認講転論玉。識鮎擁彩扁駄諭甑、議脇、　2004年5月12日から5月21日までロンドンのIMO本部において第78回海上安全委員会（MSC78）が開催され、バルクキャリアの安全問題、固定点検設備（PMA）、船体構造に関するゴールベース基準等について審議が行われた。その審議概要は次の通りである。1．バルクキャリアの安全問題（1）バルクキャリアの二重船側強制化の否決　　2002年12月のMSC76においてバルクキャリア　の安全対策として二重船側の強制化が採択され、　これを受けて2004年3月の第47回設計設備小委　員会（DE47）でSOLAS条約第12章の改正案が　作成された（本誌2003年1月号および2004年4月　号参照）。　　同改正案は、今回のMSC78に承認を受けるた　めに提出されたが、一方でギリシャが二重船側　と単船側のバルクキャリアについてリスク分析　を行った結果、二重船側の強制化には安全性向　上の面からその必要性に疑問があるとして二重　船側の強制化に反対する提案を行った。　　本件について審議・投票が行われた結果、ギ　リシャ提案の通り二重船側構造の強制化が否決　された（但し英国は留保を表明）。投票結果につ　いては次の通りである。　　ギリシャ案に賛成：32票　　ギリシャ案に反対；22票　　棄　権　　　　　：15票　　この結果、船主のオプションとして単船側構　造と二重船側構造のどちらでも建造できること　となり、両方にSOLAS条約第12章が適用される　こととなった。（2）SOLAS第12章の改正案の内容について　　2004年3月に開催されたDE47において取りま　とめられた、バルクキャリアの安全強化策に関　するSOLAS条約第12章の改正案が、本MSC78　において修正の上承認された。　　その主要点は次の通りである。�@バルクキャリアの定義の見直し（第1規則）　　　SOLAS条約第12章が適用されるバルク．キャ　　リアについて、これまでは、SOLAS条約第9　　章で定義するトップサイドタンクおよびホッ　　パータンクを有する船舶とされていたが、改　　正案では、断面形状にかかわらず、主に乾貨　　物をばら積みで運搬する船舶と定義された。　�A　復原性・強度要件（第4／5規則）　　　復原性・強度要件は二重船側幅が船幅の1　　／5未満の二重船側バルクキャリアに適用さ　　れる。これにより、鉱石専用船は本規則の適　　用を除外される。�B屯倉積みの禁止（第14規則）　　　長さ150m以上の、密度1，780kg／�u以上の貨　　物を運送する単船側バルクキャリアは、現行　　「SOLAS12／5規則（一貨物倉浸水時の強度要　　件〉」および「IACSw−URS12（貨物倉船側構造　基準）またはURS31（貨物倉船側構造の切替　基準）」の両方に適合しなければ、船齢10年以　　降、満載状態で且つ空押（貨物倉の最大許容　貨物重量10％未満の貨物しか積載していない　貨物倉）があるような状態で航行してはなら　　ないとされた。　　　なお、本規則の満載状態とは、Deadweight　の90％以上を積載している状態を言う。ぜんきょうノ観θ2004�Q3輔駐WS羅WS闘筐WS織糀熱il羅糀曝轡鎧蹴騰（3）バルクキャリアの定義を明確にするためのガ　イドライン　　改正SOLAS条約第12章が適用されるバルクキ　ャリアは、「主として（PriInarily）乾貨物をばら　積みで運ぶ全ての船舶」と定義されたが、「時々　乾貨物をばら積みで運ぶ船舶」については改正　条約への適用・非適用が明確になっていない。　このため、PSC（Port　State　Contro1）等の現場に　おける混乱を避けるべく、バルクキャリアの定　義に関するガイドラインを作成するよう、IMO　第13回旗国小委員会（FSI13：2005年3月開催予　定）に指示することが合意された。�求@改正条約発効までのスケジュール　2004年12月　第79回海上安全委員会　（MSC79）　　　　　　　において採択　2006年7月　発効（7月1日の起工船から適用）2．固定点検設備（PMA）について　2002年ユ2月に開催されたIMO第76回海上安全委員会（MSC76）において、2005年1月1日以降に建造される500GT以上のタンカー、および20，000GT以上のバルクキャリアにPMAの設置を義務付ける、SOLAS条約第H一ユ章第3−6規則が採択された。　その後、2003年12月に開催されたIMO第23回総会（A23）において、本規則は既に採択されているものの、特にタンカーの甲板下面のPMAは検査員や乗組員の滑落の危険性があるなど実際上の不具合があることが指摘された結果、本年3月に開催されたDE47、および5月のMSC78で同規則の改正について審議されることとなった（本誌2004年1月号参照）。　これを受けてDE47で審議した結果、実際上の不具合を改善した改正案が取りまとめられ（本誌2004年4月号参照）、この改正案が今回のMSC78に提出された。　審議の結果、油・ケミカル兼用船の貨物タンクはPMAの設置を不要（貨物タンク以外のバラストタンクなどについてはPMAの設置が必要）とするなどの修正が行われた後、SOLAS条約第H−1章第3−6規則（未発効）の改正案として採択された。　また、同改正案は2006年1月1日の発効となるが、2005年1月1日から前倒しで適用を認めるMSCサーキュラーも承認された。条約改正案発効までのスケジュール；；；；縮「難∵3．ゴール・ベース・スタンダードについて　現在、船体構造基準については各国、船級協会毎に異なっているが、今後は、ある一定の目標を定め、国際的に合意された要件を設定していくことが2003年5月のMSC77において合意され、今回のMSC78より実質的な議論が開始された。　会合では、バハマ／ギリシャ／IACSの共同提案文書（基本概念、目的、機能要件等を階層毎に規定）が多くの支持を集め、今後の議論のベースとすることが合意された。また、ポーランド、AWES（欧州造船工業会）、日本、仏が文書を提出し、簡単な説明を行った。　バハマ／ギリシャ／IACSの提案文書および日本の提案文書の骨子は次の通りである。［バハマ／ギリシャ／1ACSの提案文書の骨子］　IMOが船体構造に関する最終的な安全目標を設定し、これに従って船級協会が詳細な規則を定める。また、ゴール・ベース基準の枠組み、およびIMOが設定すべき最終的な安全目標として次を提案（なお、括弧内はIMOが決定する基準による）。a）設計寿命［25年］b）設計環境［北大西洋の波浪に耐えられる設計］c）構造上の安全確保d）重要な構造部材へ点検のためアクセスが可能　である構造e）建造時の品質管理〔日本の提案文書の骨子ユ・日本の考えるゴール・ベース・スタンダードの　概念の提案・安全性向上の観点から、構造基準だけを規定す　るのではなく、適正なメンテナジスのスタンダ　ードも検討すべきであることの指摘　今回のMSC78ではこれら提案文書について十分な審議を行う時間がなかったため、次回MSC79（2004年12月開催予定）でワーキング・グループ（WG）を設置して検討することが合意された。　　　　　　　　　　　　　　　　　（片務部）4翻せんきょう弄‘麗2004　　　　アジアの声を国際的な議論の場に提供する必要性を再確認　　　　一碧13回アジア船主フォーラム　第13回アジア船主フォーラム（ASF）総会が、2004年5月25日にASEAN船主協会の主催によりシンガポールで開催された。同総会には、アジア7地域、12船隊（日本、韓国、中国、台湾、香港、ASEAN（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）、豪州）から1ユ5名の代表が出席し、当協会からは草刈会長、園長・鷲見・神田各副会長他計14名の代表が参加した。　ASFは、1992年に第1回会合を当協会主催で開催して以来、メンバー国／地域の船主協会が北から南の順で議長を回り持ちしながら毎年開催している。また、年次総会の他に5つの“S”委員会（シッビング・エコノミックス・レビュー、シップ・リサイクリング、船員、航行安全および環境、保険法務〉が原則として毎年の年次総会の間に夫々の中間会合を開催している。　今回の会合では、まず各委員会が個別早朝会合を開催し、その後の本会合で各委員会から主な活　　シンガポール総会開催一動報告が行われた。　また、25日の本会合に先立ち、ASF各国代表・5S各委員会委員長とE．　Mitropoulos　IMO（国際海事機関）事務局長との対話ならびに海事4団体（ICS，　BIMCO，　INTERrANKOJNTERCARGO）代表との対話が開催され、意見交換が行われた。　本会合では、最近の諸問題について率直かつ活発な意見交換が行われた後、共同声明（【資料1】参照）が採択された。　共同声明では、地域的・国際的な海運政策と規制の形成過程での国際的な議論に対し効果的なアジアの声を提供するため、全てのアジア諸国政府が海事問題について意見を調整するよう強く求めていくことが確認された。　次回第14回会合は、2005年5月9日〜1ユ日に豪州船主協会の主催により、豪州・ゴールドコーストで開催されることとなった。　　　　　　　　　　　　　　　（国際企画室）▲2004年　ASF総会出席者�e【資糊」．、2004年5月25日第13回アジア船主フォーラム　　　　共同声明r第路画アジア船主フォーラム（ASF＞は、2004年5月24−26日、シンガポールにおいて開催された。会ぜんきょうノ襯e2004嚇5縄EWS紐WS鰯WS糀W§餐騒輔羅轡騒灘轡聾合には、豪州、中国、台湾、香港、日本、韓国、アセアン（アセアン船主協会連合会（FASA＞r辜Cンドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの船主協会により構成）各船主協会の代表115名が出席した。FASAの会長で回ると同時にシン．ガポール船主協会の会長であるSSTeo斥が会合の議長を務めた。　AsFは、長年にわたりアジア船主の地位を高めてきた。　AsFは、新たにIMO事務局長に選出されたE丘himレnos　Mitrbpoulos氏がシンガポールでの第13回転事F会合の機会を與え、　AS診各国船協団長および5−S委員会委員長との有益な対話に臨んだことを喜び感謝した。BIMCO、　ICS、　INTERCARGO、　INTERrみNKOの会長と事務局長が代表した国際海運4団体のラウンドテーブルもまたこの機会を捉え、ASF各国船協団長および5−S委員会委員長と会合した。これらの会合は第13回ASF本会議に先立っ℃開催されたが、これはASFの活動が世界の注目を集めている明確な証左である。　出席者は、地域的・国際的な海運政策と規制の形成過程での国際的な議論に対し効果的なアジアの声を提供するため、全てのアジア諸国政府が海事問題についての意見を調整するよう強く求めていく．こと．に同意した。　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会　ASFは、シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）の第14回．・15回中間会合が、2003年12月i日に北京で、2004年4月9日頃東京でそれぞれ開催されたことに留意した。本委員会の草刈隆郎委員長は、ASF総会への報告の中で以下の事項を強調した。　市況の現状と将来の見通．し　ASFは、ドライバルク市況における空前の好況が今年一杯は継続するであろうこと、およびVLCC市況・も2004年分引き続き堅調に推移するであろうことに留意』た。また、アジア填内のコンテナ・杢レ7ドに関しては、2004年には霧給バテンズ9改善が見込ま、れ・；∵黒海が上昇侮向を示しでいるζどに習饗した・・浮灘薦蕩膿繍1誰難擬灘懸鼻騨興ヒ・ド噸にお．　定期船トレ「、ドの現状分析　ASFは、現在のコンテ†市況水準は海運会社り遺墨ρ投資を回収する上で未だ木三分で南るζ．とを確’恥した。さらに出生者は、鋼板の不足によるゴンテナ不足、用船料の急騰、燃料油価格φ高騰や造船船価の上昇な．ﾇ・急激に増大しているフスト要函への懸念を共有し拳d願客への高品輩で家督的なザービスを維持するためには、．過去の投資を回収し弘．高騰する現布の運航経費を補箪し・：三三めた夢に挙要な再投資を行うことが不可欠であるごとが確認され＼定期船事業の持続可能な経営脅達成ずるににミ1．認可、されている各航路協定におけるCEOφ応力．なり晒ダ晩シップが不可欠であることが認識された611　独禁法適用除外制度　船員委員会　船員委員会は、2003年11月r5日にベトナム・ハノイ：で第10画中間会合を開催した。　Li　Shanmin船員委員長は、懸案事項の現状報告を行った。特記事項は以下の通り。　LO海事統合条約　ASFは、世界的な海上労働基準に関する進展を歓迎し、一部ASFメン．バーがISFを通じて引き続きILOに積極的に参加していることを満足しつつ留意した。出席者は、新条約の各条項が現実的な基準を反映、6翻ぜんきょうノ観82004す帯きであるζと、従ってILOにおける討議を引き続き注視していくべきであることに同意した。特にASFは、条約の執行がPSC（ポート・ステート・コントロール）の概念に基づいて行われる予定であることに留意し、世界的に統一された合理的な執行基準の策定のため、すべての政府と関係団体の討議への密接な参加を強く求めた。・「D員の身分証明書条約　、母F｝ヰ、ρ・改正さ塵た船員の身分証明書条約（第185号条約）の目的に最：も合致するバイオメトリックス　〈生体認証）テンプレー下の基準の開発について留意した。出席者は〜米国が本新条約を批准する見込．み炉ないことデまた、バイオ〜｝rトリックス民報の要求や領事館員との個人面接といった厳格なビザの要求を厩に船員に課しでいることに留意した。ASFは米国に対し、船員が当該ビザを所持していなくても1耳01昂号条輝こ従って発行された身分証明を所持していれば、米国海域への船舶到着時の個人面接によゑで入国を許訂することを検討するよう強く求めた。アジア伊野の齢＿じlA5理ま、外航船に乗り組むアジア人船員の年齢構成や人数に関するASF域内の船員労働力調査を実施．斐�h船員黍景今を論賛し々。ASFは、アジア地域に．おける自国船員一とりわけ機関士一の著しし・不足と、咳マオ入雲脚職顛ρ蛇神年齢が上昇していることを『留意した。一方ASFは・船員という職業についての：理解増進にメン容÷が努力したことが奏功し、’新しい士官候補生の数が一部の国／地域で増加したとの1調査結果ぼ勇気づけられたb、ジ灘欝灘霜菓ゆ。て騨、、船。囎。。び福祉。題，購現在。＿。進展につ覧てアジア船主の声を．糾合することが重要であると考慮し、船員の雇用条件は、船員の居住国の隼活水準や経済状況に見合ったものであるべきとの意見を改めて表明した。・航行安全および環境委員会1βNE¢委課長でもある第ユ3回ASF議長は▽2003年12月2日にマニラで開催されたSNEC第10回中間会合において議論された諸問題に関する進捗状況のレポートを提出した。同議長は特に次の事項を強調した。　海賊および国際テロリズム　ASFはSNEC委員長レポートに留意し、世界中で起こる海賊および武装強盗事件の発生件数が高い水準で推移していることについて深刻な懸念を表明した。テロリストが他の船舶や重要施設、軍事施設、さ．らには海洋環境などに対して深刻な被害を引き起こす目的で船舶に乗船し、ハイジャックする可能性があるこ蜜に串席割間の共通の二念が示された。また、国際的なテロリスト・グループが、世界の海運と貿易にとうで極めて重要な2つの航路であるマラッカ・シンガポール海峡において船舶を標的とするおそれがある．との報道があったことに関連し、ASFは、関係政府に対し、同海峡を通峡する船舶の保安を強化するための効果的な方策を協力して実施することを強く求めた。　誉らにASFは、襲撃が頻発している海域の沿岸国に対し、船舶に対する海賊および武装強盗の脅威をすべて取り除．ぐための緊急対策の実施を強く求めた。また、これら沿岸国は、直ちに、かつ緊急事態とし：で1多国閥協力の合意を締結・実施しき当該海域における船舶の安全な通行を確保するため、海軍ま牽は海上警察�A合同パトロールに乗り出す縛きである。さらにASFは、海賊および海上の武装強盗に立ち向かうため、ご適切かつ効果的な行動を起こすことを関係沿岸国とIMOに求めた。海琴保安ゼ・、．’D舶および港湾施設の国際保安コ｝ド（ISPSコード）が2004年7月1日に発効することに留意しつつ、せんきょう∫観¢2004磯｝7閥匿WS騨EWS鋪匿W5輔謹》》§1縷謹轡藻馨轡襲　難験錨ASFは、いくつかの港湾施設では期限までに対応できないだろうとの懸念を表明した。　ASFは船主、潜湾およびターミナル施設など全ての関係者に対し、．ISPSコードの規定に適合するたあの迅速な措置1を講�k鴛翻製織篶臨奮慧禦：安全櫛郷、確聯たや！l脚餌　ASFは、船舶の不必要な拘留を避け、ポート・ステート・コントロール宣によ：るISP＄『「ドの緯一霞．釈とその実施を確実なものとするため、全ての国およびその関係当局オ§ISPSゴ▽ドの履行に際しての経・験を共有するよう求めた。出席者は、海運業界に適用される規則は、海運業界の国際的な活動を考慮して、国際的な調和が図られるべきであることに合意した。ASFは、いかなる関係者による遵法違反も、他者への迷惑、利益の損失、海運および貿易への重大な障害、既存経営・投資資源の浪費を惹起する．ことを強調した。　バラスト水管理　ASFは、2004年2月9日から13日にロンドンで開催されたIMO外交会議における「船舶めバラズト水および沈殿物の管制および管理に関する国際条約」の採択に関し、SNEC委員長が表明した懸念に注目し．た。　出席者は、条約に含まれている規定が、広範にわたって異なる解釈や、世界の海運業界にとうて不利益となる一方的または地域的な方策の導入を引き起こすおそれがあるごとを特に懸念した6’．．＼：　このためASFは、全ての関係当局に対し、条約の詳細な適用について共通の理解を得やよう求玲々6　保険法務委員会　保険法務委員会は2004年4月20日に香港で第9回中間会合を開催した。同委員会のGeorg6　dha6委員・長は総会への報告のなかで、いくつかの懸案事項の最漸の状況のうち、．．特に馬下にρいて報皆レた。一．、　アテネ条約改定議定書　　　　　　、　　1　　、　　　＼�j：1．、’�_ゴ，l　ASFは、前回のIMQ法律委員会において国際P母1グループが・・同グル÷ズ加盟のP＆1∫クラブζ十殺∴’の保険マーケットのいずれもが薪議定書の要求する保険を引受け為ことがセきそうに．な駆ζの懸念蓼繰じ．り返し訴えたことに留意した。4三三が新議定書を批准したg）で｛♪その発効がます賦すi現実味を帯び℃きたが、出席者は、こうした進捗状況について懸念を表明し寺4MO、法簿委員傘の非公転作業部今ヒ対し琶客船を運航していない船主の保険料負担に影響を及ぼさずに船客への適切なセベルでの保陳ガバ治を提供するような解決策を見出すよう求めた。　海上物品運送条約　・　　　　　　　　　　．．　　r：ASFは、海上柵運送条緻正韓1・ついて幅広く識し、その鎌の推移雄椀す越とζに命乱した。改正の議論において、利権を有する関係者が船主の伝統的な権利や免責事由を廃止することに嘆、．回してしまうという内在する危険があるため、審議の推移を注視し七いくことに合意した。過激：な改年では多くの国から反対され瀦果として新条約が広範に雛されな咋a・なりうるたあ∫獅雑の全般的な体系を尊重することが重要である。　ヨーク・アントワープ規則の改正　保険法務委員長は、本ASF会合と時期を同じくしてバンクーバーで開催されている、万国海法会（C赫1）会合で議論されている改正提案について簡潔な報告を行った。ASFは、現行規則の如何なる改正についても反対することに全会一致：で合意した。出席者からは、：共同海損の原則は偉烈なもので、現行規則は94年の改正から僅か10年しか経っていない（要は、いまだ短期間しか経過していない）との意見があった。また、最近のCMI作業部会報告の内容について本格的に議論する機会は未だなく、議論が進み全ての意見が出そろうまでは、提案されている改正点についての論拠は確立しない状況が続くことになる。8麹せんぎょうヵ‘麗2004　シッ．プ・リサイクリング委員会　シップ・リサイクリング委員会のFrank　Lu委員長は、2004年5月24日の同委員会の第7回中間会合で議論された問題に？：いて最新の報告を行った。同委員長は以下を強調した。，シツ才ゆサイク！レに係るMOギイドラィン　ASFIは・．羅造1からリニサイクルまでの船舶9ライフサイクルにおけるあちゆう利害関係者にガイダンスを提偉するため・1．単Q�iよってセツプ・、リサイクルに係る包括的ガイドラインが策定さμたことに留意した峠明イ．ドライ≧は・ワサイク・レヤザ腫点的に取禰バーゼル条約組0のガイドライ・を補足すやも9であ観、母傭者はヅIMOガイ下ラィγが設計段階からリサイクル施殺への最終航海までの船舶ク『義義を管揺する迄で特別な重琴性を有して吟ることを確閉しな。・rシップ1引サイクル施設ρ改薯、　AS壼、賎ジ考蝋画��円濃参リ1サイダをg〜重薯1駐に留意．し、世界��セッ．プ∫1リサイクル能力を十分に確保する日盛悔を弾諦レた。；碑Elは、落1導σ：に対1セ、健全なシグプ1．リサでク1〜レ活動を一層促進する拳やのリサイクル国への技術協力と技術移転を含む実用的で効果的な方策を策定するあらゆる努力を行うことを聯勺にlILQζべ「ギ1レ条約事三局の活動脅三三する上で主導的．傘役割を果なすζとを求め々。　．アジアの利害関係者の協力　AS直は＼デギァφ船主が、’潭麟／シ閉、プ．・リサイクル／舶用業界をど他り利害関係者との連携強化に’？�k｝夙主導的タ彼割を果たすべさであるこ≧に合意した二さらにλS章はぐアジア名：国の政府に対し・．健全＼安野か？琴和的で琿境に優塗・シ．野プ・I！サイタル（p促進に印ナ、．国際場裡においてその意見を表明する繕う求φた。、．　次回会合’　豪州船車協会のDavid　Sterret亡会長から、第ユ4回ASF会合は2005年5月9−11日に豪州クイーンズランド州南部めゴ」ルド・コーストで開催するとの発表があった。　串席画は、シンガポールでの第13嘩ASF会合におけるFASAの卓越しな手配と議長の効率的な議事運営に感謝g）意を表した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上　編集者注、　アジア船主フォーうみ、（ASF）は、アジアの地域／国からの13船協（豪州、中国、台湾、香港、日本、韓国、アセアン（イ．ンドネシァ》マレーシア、ミャンマー、フィリピン、、シンガポール、タイ、ベトナム））から構成されている。ASFの目的は、アジア船主業界の利益を促進することである。ASF年次総会の問には、恥S委員会（シッビング・エコノミックス・レビュー、船員、航行安全および環境、課険法務、シップrリサイクリング）により継続した作業が遂行されているqASFの船主および船舶管理者は、世界商船船腹の約40％を支配・運航していると推定されている。シップ・リサイクル問題におけるIMOの役割の重要性を確認一アジア船主フォーラムシップ・リサイクリング委員会第7回中間会合の模様丁　アジア船主フォーラム（ASF）シップ・リサイクリング委員会（SRC）の第7回中間会合が、2004年5月24日、シンガポールにおいて開催された。　SRC第7回中間会合は、当初2004年2月に中国・広州での開催が予定されていたが、．同地域において新型肺炎SARSが再発生したため開催が延期され、5月25日にシンガポールでASF総会が開催さ　　　　　　　識〜、謡繍き、．牽織．論隷仲買無訓導煎舞，瀞論、蕊�l．説：ゑ、轟司れる機を捉えてその前日に開催されることとなったものである。　今会合には、台湾・中国・香港・韓国・日本・ASEAN各国・地域の船主協会からの参加があり、当協会からは同委員会副委員長の鈴木邦雄副会長（商船三井社長）の代理として、当協会安全環境委員会解撤幹事会の祁答院包則幹事（商船三井営業せんぎょう∫襯82004�S9醐匹WS輔EWS熱羅W5艶羅W5醤i躍騨欝i転灘轡騒1灘轡馨▲ASFシップ・リサイクリング委員会第7回中間会合の模様調査室室長代理）他が参加した。（【資料11参照）　会合はFrank　F．　H．　Lu委員長　（台湾船主協会〉が議長となり議事が進められ、参加各国船留から船舶リサイクル問題に関わる報告および意見交換が以下のとおり行われた。　まず、当協会から最近の船舶リサイクルに関わる情報として、2004年3月〜4月にかけてロンドンで開催された国際海事機関（IMO）第51回海洋環境保護i委員会（MEPC）における審議結果（本誌2004年5月号P．4参照）や4月にジュネーブで開催されたバーゼル条約第3回公開作業部会（OEWG　3）の模様（P．12参照）ならびに日本国内における官民の組織一民間の関連団体で構成する「シップリサイクル連絡協議会」および官民の関係者で構成する「シップリサイクル検討委員会」一の動きなどについて報告を行った。また、中国からは同国のシップリサイクルの現状について報告があった。　報告に引き続き、シップリサイクル問題でのIMOの役割の重要性、リサイクル施設の改善、船舶のリサイクル関係者間の連携の必要性などについて議論し、これらを踏まえ、共同声明（【資料2】参照）を確認、翌日のASF総会に報告することとした。　次回（第8回）中間会合は、中国折船（解撤）協会を招いて2005年3月に中国・広州にて開催することが合意された。　　　　　　　　　　　　　　　（企画調整部）【資料1】　　　　　　　ASFシップ・リサイクリング委員会（SRC）第7回中間会合出席者委員長　台湾船主協会（NACS）　　　Dr．　Frank　F．　H，　Lu，　Chaiman，　Yang　Ming　Ma血e　Transpo丘CoΦ．出席者　中国船主協会（CSA）　　　Capし碑ang　Jinxiang，　Deputy　General　Manager，　China　Ocean．Shipping（Group）Co噸anジ　　　Capt．　L�qLibi，　Secretary　General，　China　Shipowners’Associatlon（CSA）ASEAN船主協会連合会（FASA）　インドネシア船主協会（INSA）　　　Mr．　Hadi　Surya，　President　Director，　P．　T　Berlian　Laju　Tanker　Tbk　シンガポール船主協会（SSA）　　　CapL　Foong　Kah　Keong，　Ass三s亡an亡Dh噛ec亡or，　S量ngapore　Shipping　Associadon（SSA）　香港船主協会（HKSOA）　　　Mr．　David　C．　C．　Koo，　Managing　Director，　Valles　Steamship　Co．，　Ltd．10翻せんきようノ〜〃昭2004　日本船主協会窟SA）　　、祁答院包則　　商、、鈴　三　井　　営業調査室室長代理　　　石川　’尚　　程本船主協会　　企画調整部課長　韓国船主協会（KS4）．・台湾�g熱£鰹・cEQ＆P　ide蜘吻shipPingc“Lt己　　ML　J6皿一Yi，　Gene士al　Manager，　Marin6　Technology　Sec．，　Yang　Ming　Marine　Transport　Colp．事務局　　qapし寧ob　H．　L耳su，　Secretary　Genrea1，　Na廿ona1　Association　of　Chinese　Shipowners（NACS）工資料2】1．　　　　アジア船主フオ「うみ（ASF＞シップリサイクリング委員会（SRC）第7回中間二合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共　伺　声　明．ムSFジリプリサイク「芝1＜グ委員会（§RC）．、は、「リサイクル」が経済の持続可能な発展の基本原則のひ≒⇔である．とζもに・硬用期限を過ぎ々船舶の退役のための最良の方法であることに留意した。SRCはJMO、　ILO、バーゼ1レ条紳の各国際機関炉策定したガイドラインが、シップリサイクルに係る環境上および労働安全上のリスクの軽減に向けた前向きな一歩であることを認識した。lMOの役訂．い、・SR嚇鋤3年12月のiMσ第2珂鶴でシ、・プリサイクルζ係る脚ガイドラインが採択されたこ、ζを叡撮するξともに、理Qが海運φ軍要な専門知識を有する主要な国際機関として、シップリサイクルに関ずる三食的を責年を輝わてφるこ，とを冨確認した。それ故にIMOが、環境と労働安全に関するリサイグ，レ船舶からの潜在的な危険性を克服することのみならず、船舶の安全運航と使用期限の過ぎた船髄¢！円滑存退役を確実なもφとする上で、実効ある方策の策定に更なるイニシアチブを発揮することを期待するものである。　シヅ7財サイクルに係1る1MOガイドライン、S耳C！ホ＼バーゼル条約とμqのガイドラインがリサイクルヤード自体を重点的に取扱う一方、包括的なIM卿揮列ン．噂渾筋1酬クルまでの船舶のラィ7サイク・レにおける礁関野へのガイダンろρ牽誇に策定されたごとに言意’した。言い換えれば＼正MOとそのガイドラインは、設計段階から際ζ‡難騨轡轡合脚塾生を管理する上：で特三一を有しているこζが認識さシ咳堕イクル韓φ鰭　SRじは｝考朽粉φ四割なササイタルの重要性に留意し、世界のシップリサイクル能力を十分に確保する必要性を一調．：じた6兎1南φは詠LOやベーゼル条約などの関係機関間の調整役として、健全なシップリ総贈1鷲鱗犠墨二丁野郷門門獅騨！醸効ある　アジゆ利害関係煮の怖か鎖’＼　、、、　　　　　、SR9寄蔵珊主丞灘昏／セ．ヅプリサ：イク．・ヒ／舶叩ρ各業界など・他の利舗係鴛哩なる協’．調においで主要存殺割．を蝉ρζいくごとを確認し・健全・筆戦かつ実用的で環境に優しいシツプリサイ三野鼎＝7沸聯1軌三三裏において轍明する燗続き蛮め1いせんきょう／襯g2004鯵11網EWS輔匿W5翻蓬W5輔監轡簸緊灘脚藻季・毒罷脚翻欝犠購　2004年4月26日から30日まで国連環境計画（UNEP）第3回公開作業部会（OEWG　3）が開催され、その主要議題のひとつとして“船舶解撤の法的側面”が検討された。1．これまでの経緯　バーゼル条約※1とは有害廃棄物の国境を越える移動を規制する条約である。1980年代前半より欧米先進国の企業が有害廃棄物を法規制の緩い発展途上国に輸出していたことが契機となって、有害廃棄物の適切な運搬・廃棄について国際的に求められるようになった。はじめは先進国の集まりであるOECDにおいて検討を行っていたが、発展途上国も含めた議論が必要との観点より国連環境計画（UNEP）においても検討が開始され、1989年にバーゼル条約が採択された。現在160国が批准している。日本は1993年に同条約を批准、国内法として「特定有害廃棄物質等の輸出入等の規制に関する法律」（所謂バーゼル法）を施行した。　※1　正式名称は、「有害廃棄物の国境を越える移動およ　　びその処分の規制に関するバーゼル条約」。　バーゼル条約の特徴は、有害廃棄物の輸出に許可制を導入し、輸出先で環境上適切な処分がなされていないと判断される場合には輸出国側において輸出を許可しないこと、また、輸出の前に輸出先国への当該輸出の概要について事前通告するとともに相手国の同意を得なければならないことである。有価物でも有害物質が含まれる場合には規制対象となり、輸出者にとっては非常に厳しい規制となっている。　バーゼル条約が船舶解撤を取扱うようになったのは1999年12月の第5回バーゼル条約締約国会議（COP　5）からである。1990年代後半より解撤船舶ヤードの劣悪な労働環境や不適切な解撤作業による環境・人体への影響が注目され始めたことを背景に、COP　5において、解撤問題の改善に向けて　�@同条約の下部組織である技術作業部会（Tech−　　nical　Working　Group：TWG）において「船舶　　解撤ヤードの技術ガイドライン」※2を作成す　　ること　�A　同法律作業部会（Legal　Working　Group；LWG）　しにおいて、バーゼル条約を船舶に適用した場　　合の問題点（法的側面）の検証作業を開始す　　ることを決：定した。　※2．正式名称は、「THE　ENVIRONMENTALLY　SOUND　　MANAGEMENT　OFTHE　FULL　AND　PARTIAL　DIS−　　MANTLING　OF　SHIPS」。　技術ガイドラインについてはその後TWGで検討が進められ、2003年12月のCOP　6において採択された（本誌2002年7月号P．12および2003年2月号P．9参照）。一方、法的側面についてはCOP　6までに大きな議論の進展はなく、2004年10月のCOP▲国連環境計画第3回公開作業部会の模様12翻せんきよう∫翻θ20047まで下部組織である公開作業部会（OpenendedWorking　Group　l　OEWG。　COP6以降TWGとLWGを一本化し、OEWGとなった。）で検討を継続することとなった。　2003年4月のOEWG　1では船舶解撤について検討は行われていない。同年1Q月のOEWG　2では、それまで具体的な進展のなかった船舶解撤の法的側面について検討を促進するため、バーゼル条約締約国および関係団体（ICS、グリーンピース等）に対して、以下の質問に対するコメントを求め、その回答をもとにOEWG　3で検討することが合意された。　　等を考慮すること　�A2004年10月の第7回締約国会合（COP　7）で　　作業の進捗状況を報告することが合意された。（2＞IMO／ILO／バーゼル条約による合同作業部会　について　　船舶解撤問題を扱う3国際機関（IMO／ILO　／UNEPバーゼル条約）は、機関間の協調を深　めるとともに、作業の重複等を避けるために合　同作業部会（Joint　Working　Group；∫WG）を設　置することを決定し、2004年1月に開催した3　機関の事務局会合で、以下のJWGへの付託事項　案を作成した。【OEWG　2から各締約国への質問（概要）】�@船舶はいつ廃棄物となるか？いつ船舶でなく　なるのか？　’�A船舶が廃棄物となる時点を決定する基準は何　か？�B条約／規則等の遵守を確保する責任を有する　国はどこか？�Cロンドン条約、エMO条約等の間で重複、差異　等が存在するか？�D解撤予定船舶内の廃棄物に適用される規則は　何かピ2，第3回OEWG（QEWG　3）の模様について　OEWG　2の質問については、バーレーン、カナダ、フランス、日本、メキシコ、ポーランド、トリニダッド・ドバゴ、スイス、国連法務部海洋法課、バーゼルアクションネットワーク（BAN）、グリーンピース、工CSよりコメントが提出されるとともに、ベルギー／デンマーク／欧州委員会の共同による回答があった。当初の予定では、OEWG3でこれらの回答に基づき検討を進めることとしていたが、各国のコメントに隔たりがあり今次会合で何らかの結論を導き出すことは困難なことが予想されたこと、またCOP　7以前にOEWGが開催される予定がないことから、OEWG　3以降の作業計画の策定が優先され、以下のとおり審議が行われた。（1〕バーゼル条約での今後の作業について　　OEWG　3以降、会合間会議（lntersessionaI　Working　Group：IWG）を設置し、　�@通報手続、再輸入義務、関係国の役割等に　　ついてバーゼル条約事務局が分析を行い、IWG　　が検討すること、その際、JWGの報告・勧告【JWGへの付託事項】　�@3機関の責任と権限の重複をさけるため、　　各機関の作業計画を検討すること。　�A3機関間の協調的取り組みを確保するため、　　意見交換を促進すること。　�B　3機関が作成したシップリサイクルに関す　　る各ガイドラインについて、抜け穴、重複等　　を検証すること。　�C3機関のガイドラインを共同で促進するた　　めのメカニズムの検討。　�D3機関の共同で組織する技術協力活動をモ　　ニターすること、等。　上記の付託事項については、2004年3月のIMO第51回海洋環境保護委員会（MEPC51）でエディトリァルな修正が行われ、OEWG　3ではMEPC5ユが修正した付託事項を承認した。また、バーゼル条約から∫WGへの参加国について、　IMOからの参加国（日、米、蘭、諾、バングラデシュ）と重複することなく5つの地域（アフリカ、アジア、中東部ヨーロッパ、ラテンアメリカおよびカリブ、西部ヨーロッパおよびその他）から1ヵ国を選定することとされ、6月末までに選定することとされた。（MEPC51の模様については本誌2004年5月号P．2参照）（3＞その他　　OEWG　2でとりまとめられた法的側面に関す　る質問事項への各国の回答について具体的な議　論が進まなかったことは上で述べたが、これに　関連し、EUから旗国である締約国に対してバー　ゼル条約上の義務（輸出前の事前通告）の実施　を求めること等を内容とするEU宣言（declara−　don）案が提示され、それを受けてBANがEU　宣言の旗国の義務の箇所をOEWG　3の決議に追せんきょう∫襯220餌働13閥EWS翻EWS難W5羅W5蝿脚襲醗騨簸畷薦　加すべきとの提案を行った。これに対し日本は、　旗国を含む関係国の役割について全く議論され　ていない段階で旗国等にバーゼル条約の規定を　適用するかのごとき決議を行うことは今後の議　論に予断を与え適当ではない旨指摘し、アメリ　カ、韓国、パナマ、ギリシャ等、がこれを支持　した。その後、旗国の義務をOECD決議に含め　るかについては、賛成派と反対派の意見が拮抗　し、最終的には議長の判断により、COP　7で改　めて検討することとなった。　会議を通じて、本件は海運・造船に関する専門的知見を有するIMOとの協力が不可欠でありJWGでも議論を進める必要があること、現在のバーゼル条約をそのまま船舶に当て嵌めようとすることは困難であることを多くの国が認識している一方　92年国際油墨補償基金条約の第8回作業部会等が2004年5月24日から28日までの間ロンドンのIMO本部で開催された。　今回会合は、2004年2月に開催された第7回作業部会（本誌2004年3月号P．12参照）に引き続き開催されたもので、船社／油社の負担割合など現行油濁補償制度（92年民事責任条約および92年基金条約）の見直しについて審議が行われた。で、IMOの協調は重要としつつもバーゼル条約の考え方を鰹撤船舶に応用するため、議論を進めようとする国があることが確認された。　当協会は、OEWG　3の前にICSおよびASFシップリサイクリング事務局を通じて各国海運関係者の同会合への参画を呼びかけるとともに、OEWG3でも日本政府を通じて、海運国の立場を主張しIMOを主導としたルール作りの必要性を訴えた。今後バーゼル条約での検討は、2006年秋のCOP8まで継続されることが予想されるが、当協会としては今後も日本政府やICS／ASFメンバーをはじめとする内外の関係者と連携しつつ、バーゼル条約会合の議論の進展を注視していくこととしている。　　　　　　　　　　　　　　　（企画調整量〉画師補償制度の見直し問題等を審議国際油濁補償基金第8回作業部1．92年基金作業部会�@船主負担の見直しとサブスタンダード船問題　について　　船主負担の見直し全般に関する議論では、船　主負担の見直しとサブスタンダード船問題につ　いて明確に切り離して考えることが困難である　ことから、これらは一纏めで審議が行われた。　　前回2月の作業部会では、議論を進めるにあ　たり関係国間で提案を集約するよう議長より促　されていたが、今回会合においては前回より更　に多くの文書が提出された。　　最大の焦点である条約改正による船主負担の　見直しが必要か否かについては、作業部会では　依然として意見が分かれたままとなったが、補　償制度の目的（被害者の早期救済〉を維持する　こと、制度を複雑なものとするよりもシンプル　で平易なものであるべきということは共通認識　であった。　　会等の模様一　　　　　　　。6熱．謙扇轟羅：熱．。漁7撫、、、漁嘉熱．癬．．誕熱諜転　　また、サブスタンダード船問題については、　その方向・考え方がどちらかと言えばクオリテ　ィーシッピングの推進という位置付けに変わっ　てきた。但し、補償制度にこうした概念（サブ　スタ船を定義、ディスインセンティブを利用）　を用いることについても意見が大きく分かれて　おり、サブスタ船／クオリティーシッビングの　問題は、10PC基金の目的ではなくOECDやIMO　の関係委員会等で検討する（既に着手している）　のが適当という意見も多く見られた。　　このように議論が割れたなか、議長からは、　今後feasibleな議論を行うためにも、提案国間で　話し合い、出来る限り提案を集約するよう再度　要請があった。�A条約改正に関する提案文書について　　引き続き、制度改正を提案している文書につ　いて夫々審議が行われた。わが国からは、喧喧　事故を効果的に防止・抑止するために、サブス　タンダード船排除に繋がるディスインセンテイ　ブを与える目的で、特定の船舶における船主責　任を引上げるとした提案を紹介したところ、条　約を改正するにしても他の提案よりもシンプル　かつ実質的であったこと、またクオリティー・　シッビングの推進にも寄与する等の理由から、　複数の国から好意的な反応が示された。　　一方で、上記でも記載の通りサブスタンダー　ド船の問題は他の機関で取り扱う方が適当であ14覇せんきょうノ3‘麗2004　り、また仮に油濁補償条約でサブスタンダード　船を定義するようなことになれば、MARPOL　やSOLASなど他の条約における規制と抵触する　恐れがあるとした反対意見も根強くあった。　　わが国の提案文書については、他の提案とオ　ーバーラップする部分も多いことから、これら　を集約することが可能か、次回会合に向け関係　国で協議するよう議長から促された。�B油濁事故に対する両業界の補償費用調査につ　いて　　海運業界と石油業界の責任負担バランスの議　論を進める上で数値的な裏付けとなる過去にお　ける両業界の補償費用統計調査について10PC　基金事務局より報告があった。　　調査は1978年から2002年までの約5，800件の事　故を対象に行われ、両業界の支出割合は；　　両条約または自主協定で　　　　　　　　　39％（船社）一61％（油社）　　船社からCRI訂ALへの償還後で　　　　　　　　　45％（船社）一55％（油社）　　更にIOPC基金への償還後で　　　　　　　　　53％（船社）一47％（油社）　　この他、船型別、現行条約と追加基金の下で　現在価値、将来価値に試算した場合についても　数値が出された。　こうした結果に対し、安全対策の導入が進められていることなど多くの側面もあり、過去の結果だけを持って結論に飛躍するのは適当ではなく、サブスタンダード船を排除することにより根本的な解決を図るべきであるとした見解をはじめ、出席者より諸々の意見が寄せられたが、議長の総括としては、調査結果をベースに負担割合について性急な結論を出すものではなく、作業部会で議題を検討する上で有益な資料であると評価するにとどまった。2．92年基金理事会および総会　理事会ではエリカ号、プレスティージ号等の事故処理案件が審議され、総会では追加基金発効に向けた準備を中心に審議されたほか、追加基金批准に向けた関係国の進捗状況について情報提供があった。関係国の進捗状況から勘案すると、早ければ今秋にも追加基金が発効されることが予想される。3．次回作業部会　次回作業部会は2005年2月に開催が予定され、引き続き油濁補償制度改正問題について審議することとなっている。　　　　　　　　　　　　　　　（関連業務部）「海と船のQ＆A」コーナーを新設一当協会ホームページ内容の更新について一　当協会の本｝ムページに「海と船のQ＆A」コーナーを新設しました。これは、小・中学校につい、てぽ2qQ2年度1高等学校については2003年度より「総合的な学習の時間」が本格的に導入されたこと、脅踏ま之で、学生も含めた7般向けの海運紹介用資料ζして作成したものです。　乏gコ「ナーは�d「海」「船」1髄海」「海運と貿易」の4つのパートで構成され、合計54項目の質問に対して回答する形式となっています。さらに質問に関連して参考資料や他のコーナーへのリン．クも用意しています。、’C運用語集（用語解説・英文略語〉についても、内容を最新化し新たな用語を追加しました。ま襟趨賭φ髄を図る�S解証文蝿御・可能な限り国簾関姻醐体等のホームページへの瞬飛凝しまし島　当協今では、引き続昏ホームペ』ジの方実に努めていくこととしています。ご意見・ご要望等がございましたら、当協会総務部広報室（メールアドレス：pub−o雌ce＠lsaneむoLlp）までご連絡下さい。せんきょう伽麗2004麟15　、脚．、　　越避　　　　亀，　ノ多多ノ　緊lCS／lSF総会、ケンブリッジにて開催　　　　ロンドンは北緯52度という樺太北部と同じぐら　　　い北に位置しているため、お彼岸を過ぎて地軸の　　　傾きが太陽を北半球に迎えるようになると急速に　　　昼の時間が長くなります。昨年10月に赴任して冬　　　を迎えたときにはクリスマスのデコレーションに　　　目が行って余り意識しませんでしたが、2月頃か　　　らグングン日足が伸びて来るにつれ、40年近く前　　　に学校で教わった理屈が生活の実感を伴って理解　　　されます。5月ともなると夕方9時頃まで明るい　　　ので夕食も遅くなりがちです。　　　　このような自然条件の下で生活するヨーロッパ　　　の人々にとって5月から8月までの間は日の長さ　　　を十分に満喫して戸外でのレクレーションなどを　　　楽しむ1年中で最も良い季節となります。丁度わ　　　が国のゴールデンウィークのように暑すぎず議す　　　ぎずと言ったさわやかなシーズンです。　　　　当協会が加盟する世界の船主協会の集まりであ　　　る国際海運会議所（ICS；安全、環境保全、海事法制、　　　政策問題などに対応）および国際海運連盟（ISF；　　　船員問題に対応）の年次総会もこの時期に開催さ　　　れます。昨年は当協会がホスト役を務め淡路島で　　　開催し大変好評を得ました。総会の開催地はICS　　　／ISFの事務局がロンドンに置かれているところか　　　ら、原則として1年おきに英国とその他の国で開　　　催されるのが恒例とされておりますので、今年は　　　英国船協がホストとなりロンドンから90キロほど　　　北のケンブリッジで5月9日の日曜日から12日の　　　水曜日の間、両者の年次総会に併せ役員会が開催　　　され、海事保安、EUの競争法、バラスト水問題、　　　バルクキャリアの安全対策等、また船員関係では　　　ILO統合条約など最近の重要なテーマにつき方針の　　　確認と各国船協の意見が交換されました。当協会鶉　　からはICSの理事に就任されているNYKヨーロッ　　　パの佐藤会長をはじめ、東京から園田企画調整部　　　長兼国際企画室長、高橋船員対策室長および欧州16轡ぜんきょう∫襯θ2004　総会出席者とご一緒に来られた奥様方の行楽行事としてはケンブリッジの各カレッジ、礼拝堂など歴史のある建物の散策などがあり、そして恒例のブラックタイに正装の夕食会もカレッジで開かれ、同大卒業生である英国船協のマーク・ブラウンリグ理事長、エドモンド・ブルックス役員の心配りの下で、伝統に従ってラテン語の聖句によるお祈りを食事の前後にするなど、ケンブリッジならではの雰囲気の中で各国船協の交歓が繰り広げられました。　さて、ICS／ISFを通じて当協会の意見を国際海事社会に反映し、また情報を集めていくことが当事務局の重要な任務ですが、ICS／ISFをはじめとする関係会議への出席やそのための出張などがどのくらいになっているのかを、昨年10月下旬から今年5月末までの問でおおよそのところを当たってみますと表の通りとなりました（表1〜5参照）。　ICSの会議は大部分が海務／工務の技術関係で、国際海事機関（IMO）の委員会に対応して開催されています。回数も多く、なかには午前と午後で1日に2つの会議のこともありますが、朝から始まり3時過ぎまで続きますので大体1日取られます。一方、ISFの会議は2つの委員会のみが常設ですが、2005年の採択に向けたILO統合条約の検討がクライマックスを迎えており重要となっています。国際海事機関（IMO＞関係の会議は、通常月曜日から金曜日までの5日間開かれますので、最も多くの時間を費やすことになります。議題も多く、当協会にとって重要な問題があるときには東京からも出張者が出席しますが、1週間に亘り、必要に応じ作業部会（WG）に分れての議論もありますので結構大変な会議です。表5はロンドン以外の場所で開催された会議に出席するために出張した日数などです。経済開発協力機構（OECD）の関係会議のほか、欧州連合が打ち出す海運関係の独自の規制に対してはICSのほか欧州船主協会嬬認＝認（ECSA）が対応していますので、特に重要な会議にはオブザーバーとして出席させて貰っています。その他はこれらの会議以外の出張です。　これらの数字を概観しますと、表1から表4までのロンドンで開催された45回（延べ100日）の会議の大部分が主として海務／工務／船員関係のこともあり、全体の約9割を事務局長がカバーし、政策関係／油濁補償関係を中心に1割引を中村係長がカバーしました。また、出張に関しては14回のうち事務局長が3回目延20日）、中村係長が7回（延ユ2日）、その他は前任の事務局長およびパディー・}ックナイト（英国人職員）です。この間の総日数は225日、就労日は157日でしたので、事務局長は3日の内2日は会議または出張に出ていたことになります。　以上が当事務局の諸会議への大凡の出席状況ですが、会員会社の方も含め本部からのロンドンへの同期間の出張回数などは表6の通りとなります。重要な会議のときは2名で出席することもありますが、合計12回の出張で延べ129人・日に及びました。　事務局にとっての悩みの種は、やはり会議が連続するときなど事前に準備が出来ないことが度々あり、また資料を読むにしても英語のため時間が掛かり過ぎることなどです。アッー、外は明るいのに、もう8時半ダー〃　　　　　　　（欧州地区事務局長　増田　恵）表1国際海運会議所GCS）関係会議会．．．　　議．．　　．名．出席回数延日数．総会1回1日理事会2．回2日政策委員会2回2日．．．；騨法律委員会．1．回．．玉日．．．シップリサイクルWG：丁．回．．1日1江畔．1．回．嚔�．．2．日．2日1．痴レクキャリアパネル．2回2．日．．．．その伶丁委員会13回．．．13日．．v…．．24回．．．26日己表2　国際海運連盟（ISF）会議D会　　　．．．議．．　　名．．出席回数延日数．総会／理事会．配乗・．訓練委員会J務委貫会．．．その他．．（ILO対応等ジ：3．�．2回．1風．．4回．：．．2日．．@2日．@1日．．D．T日．．．計．．1　　　　　　　　　∴10回．．．P0日：．「．表3　1MO関係会議．．．＝?D　　：．議．．．．　　名．．出席回数　延日数．．奄lO総会／海洋環境保護委員会（2QO3年花目。同時開催〉．．O唱薩二二二二＝C上安全委員会・ｻの他小委員会．．・．：丁回．．P．回P回．T回．．P回．．．10巳@　　　．．．．5．日．．．@　　　．．．5日@　　　8日．@　　　28日．．v．．．9回．．．．D56日．．表4　国際油濁補償基金（10PC　Fund）会．　　議．．　　名．出席向数、．延騰．理頭会／作業部会．．2回10日「計．．2回．．10日．．表5事務局員の出張．．出．．．．．張．．．己．．目．．．．的．出張回数延人．・日．経済協力開発機構．（OECD）関係会議．（パ1ノ．）出席．2．回．．1回．．@5回R回．3回9人」日3．人・日1］人：旧17人・日11入・日計14回51人・日表6本三等（船協関係者を含む）からロンドンへの出張者．出．．張．L．．冒．．．的．：．．出張回数延人数．延人・．日．iMO関係会議への出席．．IOPO　Fund会議への出席．．1．窒bS／ISF総会．ｻの他5回．．D2回．．1回．4回．8．人．D．Q人．．Q．人．4人73人・．日．．14人・日了4人・旧28入・日計．．12回．16人↑29人・日ICS／ISF事務局長、英Seatrade紙のPersonality　Award　2004を受賞ジ論r畿1甜邊掌週録　琴国．め有力．海事専門紙rSea丘ad≒」．炉毎年海事分野の発展に．．．．．、．ﾍ敵．レた人物イ企業／団体に送る恰gat≠的e森warグの豪彰ヰ．．ｽ．ｦ油・・ンドンで徊？れ，．E3／IsF事務．賑のChd9．1耳drr6ρ≧S氏が戸ersonali取Awardを受賞しま．した6　Persqnalfty．．A叩ard．とは、輝事二野にお吟て願著．傘功績を残レた個人を表更．．する．もρで・Horro¢聴s氏は約30年1ζ湿り樺渾業界φ代弁者と1．：．．．ｵて諸問題．に対．し．建設的な意見の反映に務めできた功績が認．．ダ）ち≠しま．胆！牟。．』麟式で1誘：＜．．H・嘔k・1氏は噸めヨ．｝ク婦．（ヂヤー・当季．1．莱e野讐謄轡5穆犯ll卑脚∵．脚鰍灘灘鞭撚徽。撒階段．：』憎寵澱季薫謡羅．勲舞匙鷺．慧葺麟男慧騎勒．1燃せんきょう∫観θ2004磯17轡瀦趨惚錨誤紬鴇轟轟　　地域が指定港に内定した。難iliICS／ISF2004靴会カミ姻のケンブリ・ジにお議麟（P．2海運ニュース参照）舞懇粘土交通省は、米国で開催された主要8ヶ国1趨（G8伺法．鰹閣鰍飴の際、テ。対策　∫の改正SOLAS条約に基づく港湾保安対策を協　　議し、各国の対応状況を検証するための監査　’、チェックリストを作成することで合意したと　　発表した。1毯IIMO第78回海上安全委員会（MSC78）がロン講ド・において離された・懸P筋運ニュー麗れた。（P．9海運ニュース参照）灘経済協力開発騰（OECD＞海運委員会（MTC）襲がパリにおいて離された・懇鞭。・4年総会がシ・ガポ洲・お・・開催・撒・5海運ニュース参照）慾国際欄補償齢（10PCF）第8回作業部会饗／他が・ンドンにおいて開催された・線鹸（P．！4海運ニュース参照）馨騰鎌継濫熱灘；：扇　、’率的な国際物流の実現」に関する第ユ回調整　．∴会議を開催した。国際コンテナ貨物を中心に　　セキュリティーや物流の効率性にも配慮しつ　　つ、国際的に競争力のある物流環境の構築に　、�d1向けた検討に着手することで合意した。遭爾国土交通省の「水先制度のあり方に関する懇嚢鼠！談会」の第3回会合が開催され、「水先区・強　　制水先対象船舶のあり方」等の論点について　究検討が行われた。当協会より、三大湾におけ　、る複数ある水先人区の統合・水先人養成期間　　の設立・水先人の責任の明確化等について提　后を行った。駕鑑繋箇套蒸熱貧講慧　　協定について意見交換を行った。12簗込SFシップ・リサイクリング委員会（SRC）第1日il　7回中間会合がシンガポールにおいて開催さ18麟せんぎょうノ翻82004竃．卜齢だ鑑　　　微閣　臼。置タ票蓑懇細陶．金物懲麟轟后月の定例理事会の模稿畿騨雛　（6月4日　日本船主協会役員会議室にて開催）　　　　　　　総務委員会1，船協組織改革タスクフォース2．船首運営小委員会　　　　　　　政策委員会1．税制改革タスクフォース2．　「規制改革・民間開放推進3か年計画」への　対応について3．ASFシッビング・エコノミックス・レビュー　委員会（SERC）第15回中間会合の模様について4．ICS／ISF2004年総会について5．第13回アジア船主フォーラム（ASF）の模様に　ついて6．外航船社間協定に対する独禁法適用除外制度　　　　　　　労政委員会1．国際船員問題について2．船員保険問題その他について　　　　　　構造改革委員会1．港湾関連業務構造改革小委員会2．船籍問題小委員会　　　　　　港湾物流委員会ユ．スーパー中枢港湾選定委員会の模様について　　　　　　　工務委員会1．MARPOL条約改正の国内法令化について、、2．IMO第78回海上安全委員会（MSC78）の模様　について政策委員会／安全環境委員会合同1．羽田空港再拡張問題について　　　　　　安全環境委員会1．IMO第51回海洋環境保護委員会（MEPC51）の　模様について2．バーゼル条約第3回公開作業部会（OEWG3）の模様について3．第8回シップリサイクル連絡協議会の模様に　ついて4．ASFシップリサイクリング委員会第7回中間会合の模様について5．　「船舶排ガス問題検討小委員会」の設置につ　いて　　　　　　法務保険委員会1．国際油濁補償基金WGの模様�堰@海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律　　の一部を改正する法律（法律第48号、平成16　　年5月19日公布、公布の日から起算して三年　　を超えない範囲内において政令で定める日か　　ら施行。廃棄物海洋投入処分の許可及び海洋　　施設廃棄の許可に関する経過措置の規定は、　　公布の日から起算して2年6月を超えない範　　囲内において政令で定める日から施行）�堰@船員法施行規則等の一部を改正する省令（国　　土交通省令第65号、平成16年5月21日公布、　　同日施行）会議名二IMO第5G回航行安全小委員会　（NAV50）月＼程：7月5日〜9日遥易．所ヒロンドンせんきょう∫襯θ2004��19f冗　　　　　｝　　穿　　　呼　　　　　F　亭　　r　需　　F　　「　　　　　　　　」　　　『冗　凡　臼へ亭　　　　　早　　　炉　　　　　　　じ“　　　　　　　　　　　ノ1，わが国貿易圏の推移（単位：充計蟹三三羅三三騨10億円）　　2，対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）輸　出輸　入前年比前年同期比（％）年　月（FOB）（αF）入（▲）出超輸　出輸　入19B541195631，08510，8704．D▲3．8199041145733，8557，6019．616．819954115303L5489，9822．612．32000．51165440，93810，7158．616．1200148，97942，4156，563▲5．23．6200252，10942，2289，8816．4▲0．4200354，56244，32210，2404．75．02003年5月4，3023，6086943．62．164，4293，586844’▲0．01］．774，6453，8497965．65．484，3303，5477836．43．594，8603，7601，1009．210．6104，9023，8311，0715．41．9114，5483，558ggo▲2．0▲5．1124，9583，8351，1238．51．62004年1月4，2743，77450011．30．824，7683，3671，40210．3▲0．935，4424，3191，］23董3．212．3F4．．．．己D51．：107：．：．．．F．4．，IG律9：1．1．：，．．077．；．1．：α：8．．：．�E．6．．G主）　財務省貿易統計による。3，不定期船自由市場の成約状況年　月礪）平均最高値最安値199G144．81124．30160．1C199594．0680．30104．251999113．91111．28116．402000107．77102．50114．90200112L53113．85131．692002］25．28115．92134．692003115．90107．03120．812003年5月117．261］5．21119．066118．31117．55119．827118．63117．26120．548118．57116．70120．299115．16110．48117．6010109．50107．97111．1011109．20108．03110．2012107．90107．03109．752004年1月106．48105．97107．552106．46105．34109．003108．62104．30112．124107．25104．30ユ10．20：5．．．己．．τ12＝C．R51．：108，P82．1：達．14．．40．．．（単位：千M／T）区分航海罵船用船Aシングル（品　目別内　訳）年次ロ　計連続航海航　　海石　炭穀　物砂　糖鉱　石スクラップ肥　料その他］「巾Perlod1998186，1971，712184，62169，30141，9383，80064，9948362，4991280136，97224，7001999141，3211，304150，48156，18430，6863，2フ457，309235L7091，082149，73439，5812000146，6432，182144，46146，54926，1474，57667，4311981821，551170，D3245，0212001154，0053，063150，94252，32416，7897，28872，177472978914150，15438，4552002．132，269978131，29143，40615，1825，85365，1054421，054249184，89050，474200399，6551，32098，33530，7226，0973，65757，001248438172208，69081，7212003　98，，6501608，4902，4801，1651704，6350301122，95910，762103，39003，3906482821482，1989D02414，3938，5811τ6，2844005，8842，4052652592，81075403014，7405，537126，13806，1382，3402D303，5フ0025015，3115，2792004　16，14306，1432，195264523，5503704518，5465，25826，864150B，7142，713377283，4850112017，4272，80639，5453009245　脚4，728499353，76412828632112383，9召649，8975499，3484，09844104，6340157023，4τ42，971T．1ユ．8．12．．．150．：7．∴6621S・，母09．：D296．．．42．3，080　　　　．o．．35：0．．rP6フ88．．：．．「．，487（注）�@マリタイム・リサーチ社資料による。�A品目別はシングルものの合計。�B年別は暦年。20醗ぜんぎょうノz‘η82004i蒙繊磁繍撫嫌耀蕪灘謡灘舞露繍琢照蒲舞騰嚇鷺螺雛無，護羅鐵編毒撫読氣i二撚霧舜蕪講陥撫譲三薪難曇鶴饗雛乏撫継奄装漁繍i礁篇犠畿瓠撫糠蓑購繍灘患灘継i蕪露議勢薦；20015010050o原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／西欧〉琶ロロペルシャ湾／日本1匹r「150，ぜ昌’｛’’’1‘1吐1、’fY　　　　F’、亀v了DO「1、’「蒐’〆、ノ覧り、5D’｝ペルシヤ湾／欧米1999�戟@　　2000脅OQ斗20a2鵠｝3�o陥Do聞4Dzoo穀物（ガルフ／B本・ガルフ／西欧）」｛、［　ガルう／日本／＼ガ1レフ／西欧1999岡�o2001囎�o3　　、　　ap04）O秒0ドー8050口4，原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾／日本ペルシャ湾／欧米月次2002200320042002　　　　　　　　　　　　20D32004最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低12345678910111250，00　34，75S2，50　37．50R7．00　32，0DQ9，5D　28．00U2，00　39，50R5，00　29．50T000　32，50@　　　35．00S5，DO　34，0DX9．75　40．50P1Q，OO　6250P37．50　990161．00102．50P32，50　θ7，50P60，00105．00P37，50　4200P09．50　42．00X0，0D　56，00U375　45．00U8．00　41．00n3500　70．00V8．00　42，50P52，50102．50P60．00可3375152．50　87．00P59，00102．50P17．50　70，75P10，00　77，50P25，00　71、2540．00　35，00S0，00　36，25S0，00　30，00R1．00　27、50S875　33，00S250　3100R8．フ5　29，50R2，50　28．00S2．50　28，00U8，50　42、50V2．50　47，5Gｹ0500　80，00120．00　75．00P17，bO　6500P45、00　85．00X7．00　45，00XD，00　5000V0，00　52，50T4，00　42，50T7．50　40，00P15，00　50，00X0．OD　47．50P26，50　75，0GP375D　95，00127．50　82，50P32．50　87．50P12，50　60，00W7．50　67．50}00，00　69，50（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　　�Cグラフの値はいずれも最高値。�A単位はワールドスケールレート。　�Bいずれも20万D／W以上の船舶によるもの。5．穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧）（単位，ドル／トン）ガルフ／日本ガルフ／西欧月次2003200420032004最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低12790　　27，25｝一『22フ．4D73．OD一『3297572．50一一434．00｝一一532．50　　32，00｝20．25　　18，50』63125　　29，4018．20732．752D．008一20．00934．25　　33，7520．00τ037．00一11一一1254．50　（注）�@日本郵船調査グループ資料による。�Aいずれも5万D／W以上8万D／W未満の　　船舶によるもの。�Bグラフの値はいずれも最高値。囁�`胃一@、；ママ”　せんきょうノ娩82004磯21　　石炭（オ「ストラリア／西欧レ鉄鉱石．（ブうジル／中国ヴラジル／西鴎．【謎｝5040．3020100鉄鉱石（ブラジル伸国）1．P：1．．｡石炭．iオ白ストラリ．ア／西欧）／竃．．m毫．普D　1．．塁＼．．鉄鉱石（ブラジル／西欧〉…】9991年｝　　　．．2000．20O12002．ε0032004．．1ド紹．．．．4。。50岨　．35D300250聞．　　20030．10．］50抑。50o　．　　　o＝：運1誕指数．．．∫　　一ｪ．ンァイーNリーンY．．Ha醐y．ゆ．レ、．：へ圧．．01εan．r1：．1．、．ピ顕．＝：1A船隔1．．．1＝1己「A、，仙．P．1．il．　　　ll．1Suez｝　しr戟Dl1P．．1．11．．P．　　．、．D1へ．1、　　’．1m　　　　　　」．1．．1．1．：．1．1：A．．．、　　’C、！．！A．、　　、　　　　　「A　　「D小型．　1．　　　’．．d　　　F．．亀．　　：’し．VLCC」←撃〉．中型．’　　1．．DV」OC．2σ00〔年｝　　　　　20G1．　　　　　2GO2．　　　　　．aOD32DO4．：…．．．40D．．…i．300．．250．F．：200．．．．150．19006．石炭（オーストラリア／西欧）・鉄鉱石（ブラジル／中国・ブラジル／西欧）（単位：ドル／トン〉オーストラリア／西欧（石炭）ブラジル／中国（鉄鉱石）ブラジル／西欧（鉄鉱石）月次200320042003200420032004　　　　最低日盲E反同最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低1一39，70　　35．00一46．50　　34．009，40　　7．8026．00　　22、002一32．00一50．00　　35．008．80　　6．2526．00　　20．753一31．65一40．00　　35．50　19．00　　▽．254　’一一一35、00　　32．508，95　　6．7518．00　　で5．255一一．@　．…一．．Qa．50．．．．．．．25．00925亭羅475：．�d．．．．1己1�d30．．6一一9．507一一7つ58一一13，75　　12．009一一1L6010一一13．90］1一一22，00　　18．2512一一21．00（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　�Aいずれもケープサイズ（14万D／W以上）の船舶によるもの。　　　�Bグラフの値はいずれも最高値。7，タンカー運賃指数夕ン力一　　運賃指数月次200220032004VLCC中型小型H・DH・0VLGG中型小型H・DH・CVLCOSuezAfraHandyC［ean1239．986．9126．1165．3148．198．6P33．3161．9P80．9165．6P86．8266．3Q67．1231．3Q45．6133．0P32．0250．0P78．0289．0Q15．0386．0R55．0287．0R26．0339．485．6η5、8158．8ユ49．9114．0224．9275．6290．0273．4132．0153．0182．O238．0323．0436．091．3習6．6164．2了48．5128．624〔｝．2294．029G．0328．296．o．141．G．了40．〔｝．2θ4．021．0．．0．536．4105．4143．9194．2178．879．815α4217．7200．0294．3649．989．9159．1204．0177．］85．4156．2200．9235．0231．1740．196．8130．2200．8158．050．6110．5132．9250．0221．0844．683．3131．5166．8171．352．8103．2167．7了97．5221．1935．683．9109．6158．3178．058．492．1］38．2208．9238．11041．083．3118．1153．3154．957．9120．4153．3202．0180．01173．3107．9137．5154．4173．570．4158．4164．0258．3213．312］02．7172．2175．8192．5207．7125．5278．9332．5290．0288．6平均48．297．8132．51732166．287．9164．8202．4246．3246．8（注）�@2003年までは「Lloydls　Ship　Manager」、2004年からは「Lloyd’s　Shipping　Economist」による。�Aタンカー運賃はワー　　　ルドスケールレート。�Bタンカー運賃指数の5区分については、以下のとおり（2003〜）�FVLCC；15万トン以上◎中型：7万〜　　　15万トン�J小型：3万〜7万トン��H・D＝ハンディ・ダーティ：3万500Dトン未満��H・C；ハンディ・クリーン：全船型。（2004　　　〜）�FVLCO　120万トン以上◎Suez；12〜20万トン�SAfra：7〜12万トン◎Handy：2．5〜7万トン�烏lean：全船型22麹せんぎょうノzr，282004影藤難雰鎌鋤蕪轍議μ姦鍛蟻議恋藤箋髪絵磁§滋繍三麟；．i�_ぎ鷲黛縮肇学蕪気＝燃鎌瓢藪凝…魏貢婁三1厩羅蕊を鵜謡款；輿滋三購峯血織無を誤撤嵐輪磁託薫諺激嶺i総勲鎌二髪誌ぎ鶴論鼠、認藻L12DOuoo10σ9go口鋤7006σo500卿3po2DO100o用船料指数係船船腹1ゆ置。怩O醒1200　　10DD@　　　万0酬P100P000@　　　　8GO臼σ口〜，蜘11し8DO5�o1巳毛L印’60014007、f仁　　　、ノ貨物船@　峯！、P　1P　1X8，5万以上@｝5万以上W、5万素満@十一F｝、5万以上T万瀟　ノv「　’5GO　　　　　姻ﾗ謝　　　　　細Q00P00O　　　　　0噌πA’　・、！一〜　吃へ7’髄200A　ノA！　　　’dr’　　v！　　　し@　　　　騨戸　　、　　　　　駈黶f求@　冒　　　　　一　　　、　　　　　’O’・＼総合指数　ヤ、、，、^ンカーヘゴ」　一、　　　　ト、　　’、＿’r2万以上R5三二、、o1999｛年，　　　　　20DO20012002200320図1999〔年〕200Dド@　2DO】20022003�o8．貨物船定期用船料指数20032004月次2万以上R．5万未満3，5万以上T万未満5万以上W，5万未満85万以上総合指数2万以上R．5万未満3．5万以上T万未満5万以上W．5万未満8．5万以上総合指数119923429523518560156385187555321922072432291567167328358816133212244281245マ51636706861735451428225732526D20361557マ7306045585283285382290230630934734329730473142783302982738295280315306276930728932135029410342381543690337114224176055623091246952、688772360出所’「Lbyd’s　Shipplng　Economlst」　（注）�@船型区分は重量トンによる。�A用船料指数は1985年；100。�Bこれまで「Lloyds　Shlp　Management」によるデータを　　　掲載していたが、20D4年3月にて同誌が掲載を取り止めたため、データ出所を「Lloyds　Shlpplng　Economist」へ変更した。9，係船船腹量の推移200220032004月次貨物船『タンカー貨物船タンカー貨物船タ　ン　カ　ー隻数千G〆T千D／W隻数千G灯千DIW隻数千GIT千D／W隻数千G／T千D／W隻数千G／T干D酬隻数干G／T干D／W1242L7541，96640　7921，52824等1，8591，95843　9051，8382051．3171135053　287　48922321フ141189940　6661，25923611865｝191144　7411．488206112361，27951　286　49032291，7281，88740　6881．3052371，7701，79145　485　9401881」561123456　300　50942381．8962106142　6921β1D2321β871，72044　361　706マ811」011，23255　丁63　256523σ1、7631，94641　6351、｝99224了，5251，55546　5251，01662211，7421，93642　6371．2022151，4411，51348　5271101972221，6781，87443　8321．657226L5561，71948　5241，0148223T．6671186147τ14753，DO42151．4771β3350　7861156992291，7271，927471，5503コ55213］14071，53450　7841，567102281，6821，937481．5623，1732031、2731，38353　7091．41411225］．6581β78501．5563」62209T、3201，40652　7061、407122201．6331β41471，4803，00020ア1，3081，38651　705MO7（注）インフォーマ発行のロイズ・インアクティブベッセルズによる。せんきょうノ襯θ2004麟23一一一一一一…一一一一一・一一ﾒ集雑感｝朔ま臨義昏3藁弼駅扮鍛ポ潔徽篇5慧職鵯ま謡鰍鵬二凄隻畿｛鱗．解匙惚ま藷聾濃終葺識聾轟．勢奔海霧撤瓢舞撒�株l望　我が家の娘が、この4月に中学校に入学した。　幼稚園、小学校の行事もほとんど妻に任せっきりで、積極的に子育てに関わってこなかったせいか、生まれてからの12年間はあっという問に過ぎた感じがする。小学校では一学年2クラスしかなかったのが、中学校では倍の4クラスになり、新しく友達も増え学校へ行くのが楽しそうで、週末の土曜、日曜日もクラブ活動や友達と遊びに出かけ、彼女なりにエンジョイしている。家族との共有する時間がだんだんと少なくなり、徐々に親離れしていくのかと思うと一抹の寂しさを感じる。　日曜日の夜「田舎に泊まろう」という番組が放送されている。　有名芸能人（有名？と首を傾げたくなる人もいるが）が、アポイントも無しに突然押しかけて行って地方の民家に泊めて頂き、心の交流を図り最後はお決まりのハッピーエンドとなる内容で、製作側の意図にまんまと乗せられ毎週欠かさず見てしまうが、芸能人の態度が横柄だとか厚かましいとか、我が家族にはあまり好評を得られていない。ある日、山間の民家に泊まる場面を見ていた時、妻が「こういう所に住みたいの」と聞くので、「山よりも海の方がいいな」と応えると、「ここだって海じゃないの」と娘が会話に割り込んできた。確かに、本牧埠頭に近接しているので多少の潮気を時には異臭を伴って感じることができるが、社宅のベランダから見えるものは段積みされたコンテナとガントリークレーンで、私の抱いている海の風景とはだいぶかけ離れたものである。　「海は波があるから嫌」というので、専らプールで遊ばせることが多かったが、今年の夏は子供達を海に連れ出して、磯遊びなど工夫を凝らして海の良さを体験させ、本当の海を体感させたいと思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三洋海運株式会社　総務部　総務課長　荒井正樹一一〜…一一一ﾒ集委員名簿一一一一齢一一・　一一一一編集後記…一一…一第一中央汽船飯野海運川崎近海汽船川崎汽船日本郵船商船三井三光汽船三洋海運新和海運日本船主協会総務グループ次長ステークホルダーリレーションズマネジメントグルーブ法務・保険チームリーダー総務部副部長lR・広報グループ情報広報チーム長調査グループ調整チーム長広報室マネージャー社長室経営企画課長総務部総務課長総務グループ次長総務・法規保険チームリーダー常務理事総務部長兼広報室長常務理事海務部長企画調整部長兼国際企画室長関連業務部長船員対策室長加藤和男鈴木康昭廣岡　啓高山　敦山田喜之大貫英則遠藤秀己荒井正樹森　　均梅本哲朗植村保雄半田　牧園田裕一井上　晃高橋幸一郎　先日、ふとしたきっかけで過去に発行された「せんきょう」を手にとってみた。もちろん、私がスタッフとして関わるずっと以前の、先人達のたまものである。　「古きを訪ねて新しきを知る」という言葉があるが、10年前頃の「せんきょう」などは私にとっては新鮮でかなり興味深い読み物である（あいかわらず記事内容は難しいが…）。過去のコーナー、現在の海運ニュースにも繋がる記事等々、機関誌としての内容の移りかわりをみることが出来、何か今後の誌面づくりの参考になれば、と思っている。　読者の皆様からのご意見、ご要望もお待ちしております。宛先は当協会広報室まで。　　　　　　　　　　　　　　　　（N）せんきょう6月号　No，527（Vol，45　No．3）発行日平成16年6月20日創　刊爾昭和35年8月10日発行所麹社団法人　日本船主協会〒102−8603東京都干代田区平河町2−6−4（海運ビル）TEL，（03）3264−7181（総務部広報室）編集・発行人��梅本哲朗製　作魯株式会社タイヨーグラフィック定　価駒407円（消費税を含む。会員については会費に含めて　　　購読料を徴収している）24鯵ぜんきょうノ襯θ2004遥。、評鮫溝　冒　　轟　　鵬　　ミ・盤　戦魚民扉．懸相擁鑑、懸，講撫．、…ﾅ報。藩暴　　　、帖　　灘．騨i　、、　　　r”塁覇．．灘　　饗ぐ怨譲出講．　　・響錘重軽一　隈　　　　　v　　　　灘ぎ　　　　7　　　　ぼ　　や鍛ち　　　　　　・1麟，　　　　　　瓢　　　　　　鹸二日璽爆　　　　　　　　　　　譲　　　　　　　　　　　　　鼠．魂弍隔ザ　　　に駕　　　　・鼠　・’＼　燃翼へ　　　　　　　　　ビ噛姦避糟、」灘蹴。蕊　畜矧　四方を海に囲まれ、資源小国・貿易立国であるわが国にとって海運は国の存立にかかわる重要産業ですが、わが国海運業は、諸外国との競争において税制の上で大きなハンディキャップを負っています。　欧州先進海運国は、船舶のトン数を基準に法人税額を算出するトン数標準税制を相次いで導入し、企業がこれを選択的に採用できるようにすることにより、海運業所得に対し大幅な減税を行い、自国海運の維持・発展を図っています。例えば、イギリスでは、海運の果たす役割の重要性から、海運業への実効税率は他産業の1／10程度ときわめて低くなっていましたが、さらにトン数標準税制の導入によって、その半分程度に軽減し、自国海運を強化しています。　産業と国民生活の基礎を支えるわが国海運を維持していくため、税制上の競争条件を諸外国と同一にしていただきたい、というのが私たちの切なる願いです。　海運税制の充実・改善は、小泉内閣の構造改革が目指すわが国産業・経済の競争力の強化に資するものと、私たちは考えます。トン数標準税制の導入国導入済み準備中オランタ、ノルウェー、ドイツ、イギリス、スペイン、ギリシャ、デンマーク、フランスなど米国、韓国、インドなど一船が支える日本の暮らし一社団法人日本船主協会http：〃www．lsanet．or．iP／

